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指定短期入所生活介護に係る人員、設備及び運営に関する基準(最終改正15.3.19)

（平成１１年 厚生省令第３７号） （平成11年9月17日付け 老企第２５号）基準省令 解釈通知

第１章 総則 第１ 基準の性格

１ 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成（趣旨）

、第１条 指定居宅サービスの事業に係る介護保険法（平 するために必要な最低限度の基準を定めたものであり

成９年法律第１２３号。以下「法」という ）第７４条 指定居宅サービス事業者は、常にその事業の運営の向。

第１項の基準及び員数並びに同条第２項の指定居宅サ 上に努めなければならないこと。

ービスの事業の設備及び運営に関する基準並びにこれ ２ 指定居宅サービスの事業を行う者が満たすべき基準

らのうち法第４２条第１項第２号の基準該当居宅サー を満たさない場合には、指定居宅サービスの指定は受

ビスの事業が満たすべきものについては、この省令の けられず、また、運営開始後、基準に違反することが

定めるところによる。 明らかになった場合には、都道府県知事の指導等の対

象となり、この指導等に従わない場合には、当該指定

を取り消すことができるものであること。ただし、次

に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができな

くなったものとして、直ちに取り消すことができるも

のであること。

① 次に掲げるときその他の事業者が自己の利益を図

るために基準に違反したとき

イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担

すべき額の支払を適正に受けなかったとき

ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利

用者に対して特定の事業者によるサービスを利用

させることの代償として、金品その他の財産上の

利益を供与したとき

② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそ

れがあるとき

③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反

があったとき

３ 運営に関する基準に従って事業の運営をすることが

できなくなったことを理由として指定が取り消された

直後に再度当該事業者から当該事業所について指定の

申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する

基準を遵守することを確保することに特段の注意が必

要であり、その改善状況等が十分に確認されない限り

指定を行わないものとすること。

、 、４ 特に 居宅サービスの事業の多くの分野においては

基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認

めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳

正に対応すべきであること。
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第２ 総論

１ 事業者指定の単位について

事業者の指定は、原則としてサービス提供の拠点ご

、 、 、とに行うものとするが 例外的に 待機や道具の保管

着替え等を行う出張所等であって、次の要件を満たす

ものについては、一体的なサービス提供の単位として

「事業所」に含めて指定することができる取扱いとす

る。

、 、① 利用申込みに係る調整 サービス提供状況の把握

職員に対する技術指導等が一体的に行われること。

② 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理され

ること。必要な場合に随時、主たる事業所や他の出

張所等との間で相互支援が行える体制（例えば、当

該出張所等の従業者が急病等でサービスの提供がで

きなくなった場合に、主たる事業所から急遽代替要

員を派遣できるような体制）にあること。

③ 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応が

できる体制にあること。

④ 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用

料等を定める同一の運営規程が定められること

⑤ 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員

管理が一元的に行われること。

（定義）

第２条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意 ２ 用語の定義

義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 基準第２条において、一定の用語についてその定義

一 居宅サービス事業者 法第７条第５項に規定する を明らかにしているところであるが、以下は、同条に

居宅サービス事業を行う者をいう。 定義が置かれている用語について、その意味をより明

二 指定居宅サービス事業者又は指定居宅サービス 確なものとするとともに、基準中に用いられている用

それぞれ法第４１条第１項に規定する指定居宅サー 語であって、定義規定が置かれていないものの意味を

ビス事業者又は指定居宅サービスをいう。 明らかにするものである。

三 利用料 法第４１条第１項に規定する居宅介護サ

ービス費又は法第５３条第１項に規定する居宅支援

サービス費の支給の対象となる費用に係る対価をい

う。

四 居宅介護サービス費用基準額 法第４１条第４項

第１号又は第２号に規定する厚生大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当該指定居

宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該

現に指定居宅サービスに要した費用の額とする ）を。

いう。

五 法定代理受領サービス 法第４１条第６項（法第

５３条第４項において準用する場合を含む ）の規定。

により居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費

が利用者に代わり当該指定居宅サービス事業者に支

払われる場合の当該居宅介護サービス費又は居宅支

援サービス費に係る指定居宅サービスをいう。

六 基準該当居宅サービス 法第４２条第１項第２号
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に規定する基準該当居宅サービスをいう。

七 居宅支援サービス費用基準額 法第５３条第２項

第１号又は第２号に規定する厚生大臣が定める基準

により算定した費用の額（その額が現に当該指定居

宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該

現に指定居宅サービスに要した費用の額とする ）を。

いう。

八 常勤換算方法 当該事業所の従業者の勤務延時間 （１ 「常勤換算方法」）

数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所に

時間数で除することにより、当該事業所の従業者の おいて常勤の従業者が勤務すべき時間数（３２時間を

員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 下回る場合は３２時間を基本とする ）で除することに。

より、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員

数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務

延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービス

に従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事

業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場

合であって、ある従業者が訪問介護員等と を看護師等

兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には訪問

介護員等としての勤務時間だけを算入することとなる

ものであること。

（２ 「勤務延時間数」）

勤務表上、当該事業に係るサービスの提供に従事す

る時間又は当該事業に係るサービスの提供のための準

備等を行う時間（待機の時間を含む ）として明確に位。

置付けられている時間の合計数とする。なお、従業者

１人につき、勤務延時間数に算入することができる時

間数は、当該事業所において常勤の従業者が勤務すべ

き勤務時間数を上限とすること。

（３ 「常勤」）

当該事業所における勤務時間が、当該事業所におい

て定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数 ３（

２時間を下回る場合は３２時間を基本とする ）に達し。

ていることをいうものである。同一の事業者によって

当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該

事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支え

ないと考えられるものについては、それぞれに係る勤

務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達

していれば、常勤の要件を満たすものであることとす

る。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介

護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている

場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支

援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間

の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満た

すこととなる。

（４ 「専ら従事する 「専ら提供に当たる」） 」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サー

ビス以外の職務に従事しないことをいうものである。
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この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当

該事業所における勤務時間（指定通所介護及び指定通

所リハビリテーションについては、サービスの単位ご

との提供時間）をいうものであり、当該従業者の常勤

・非常勤の別を問わない。ただし、通所介護及び通所

リハビリテーションについては、あらかじめ計画され

た勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一

職種の従業者と交代する場合には、それぞれのサービ

ス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事し

ないことをもって足りるものである。

（５ 「前年度の平均値」）

① 第１２１条第３項（指定短期入所生活介護に係基準

る生活相談員、介護職員又は看護職員の員数を算定す

る場合の利用者の数の算定方法 、第１４２条第２項）

（老人性痴呆疾患療養病棟を有する病院であって介護

療養型医療施設でない指定短期入所療養介護事業所に

おける看護職員又は介護職員の員数を算定する場合の

入院患者の数の算定方法 、第１５７条第２項（指定）

痴呆対応型共同生活介護に係る共同生活住居における

介護従業者の員数を算定する場合の利用者の数の算定

方法）及び第１７５条第２項（指定特定施設における

生活相談員、看護職員若しくは介護職員の人員並びに

計画作成担当者の人員の標準を算定する場合の利用者

の数の算定方法）における「前年度の平均値」は、当

該年度の前年度（毎年４月１日に始まり翌年３月３１

日をもって終わる年度とする。以下同じ ）の平均を。

用いる。この場合利用者数等の平均は、前年度の全利

用者等の延数を当該前年度の日数で除して得た数とす

る。この平均利用者数等の算定に当たっては、小数点

第２位以下を切り上げるものとする。

② 新たに事業を開始し、若しくは再開し、又は増床し

た事業者又は施設においては、新設又は増床分のベッ

トに関しては、前年度において１年未満の実績しかな

い場合（前年度の実績が全くない場合を含む ）の利。

、 、用者数等は 新設又は増床の時点から６月未満の間は

便宜上、ベット数の９０％を利用者数等とし、新設又

は増床の時点から６月以上１年未満の間は、直近の６

月における全利用者等の延数を６月間の日数で除して

得た数とし、新設又は増床の時点から１年以上経過し

ている場合は、直近１年間における全利用者等の延数

を１年間の日数で除して得た数とする。また、減床の

場合には、減床後の実績が３月以上あるときは、減床

後の利用者数等の延数を延日数で除して得た数とす

る。ただし、短期入所生活介護及び特定施設入所者生

活介護については、これらにより難い合理的な理由が

ある場合には、他の適切な方法により利用者数を推定

するものとする。
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（指定居宅サービスの事業の一般原則）

第３条 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び

人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービス

の提供に努めなければならない。

２ 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事

業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視

し、市町村（特別区を含む。以下同じ 、他の居宅サ。）

ービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サー

ビスを提供する者との連携に努めなければならない。

第九章 短期入所生活介護 第１０ 短期入所生活介護

第一節 基本方針

（基本方針）

第120条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護

（以下「指定短期入所生活介護」という ）の事業は、。

要介護状態等となった場合においても、その利用者が可

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用

者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでな

ければならない。

第二節 人員に関する基準 １ 人員に関する基準(基準第１２１条及び第１２２条)

（従業者の員数） (1) 従業者の員数

第121条 指定短期入所生活介護の事業を行う者 以下 指（ 「

定短期入所生活介護事業者」という ）が当該事業を行。

（ 「 」 。）う事業所 以下 指定短期入所生活介護事業所 という

ごとに置くべき指定短期入所生活介護の提供に当たる従

業者（以下この節から第四節までにおいて「短期入所生

」 。） 、 。活介護従業者 という の員数は 次のとおりとする

ただし、利用定員が４０人を超えない指定短期入所生活

介護事業所にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士と

の連携を図ることにより当該指定短期入所生活介護事業

所の効果的な運営を期待することができる場合であっ

て、利用者の処遇に支障がないときは、第４号の栄養士

を置かないことができる。

一 医師 一人以上

二 生活相談員 常勤換算方法で、利用者の数が百又は

その端数を増すごとに一人以上

三 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下この章

において「看護職員」という ） 常勤換算方法で、。

利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上

四 栄養士 一人以上
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五 機能訓練指導員 一人以上

六 調理員その他の従業者 当該指定短期入所生活介護

事業所の実情に応じた適当数

２ 特別養護老人ホーム（老人福祉法（昭和３８年法律第 ① 基準第１２１条第２項の適用を受ける特別養護

１３３号）第２０条の５に規定する特別養護老人ホーム 老人ホームとは、入所者に利用されていない居室

をいう。以下同じ ）であって、その全部又は一部が入 又はベッドを利用して指定短期入所生活介護を行。

所者に利用されていない居室を利用して指定短期入所生 う特別養護老人ホームを意味するものである。

活介護の事業を行うものに置くべき前項各号に掲げる短 ② 併設事業所については、

期入所生活介護従業者の員数は、同項の規定にかかわら イ 基準第１２１条第４項の「特別養護老人ホー

ず、これらの従業者について利用者を当該特別養護老人 ム等と一体的に運営が行われる」とは、併設本

ホームの入所者とみなした場合における同法 に規定す 体施設の事業に支障が生じない場合で、かつ、

る特別養護老人ホームとして必要とされる数が確保され 夜間における介護体制を含めて指定短期入所生

るために必要な数以上とする。 活介護を提供できる場合である。

、 、３ 第１項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただ ロ 医師 栄養士及び機能訓練指導員については

し、新規に指定を受ける場合は、推定数による。 併設本体施設に配置されている場合であって当

４ 特別養護老人ホーム、養護老人ホーム（老人福祉法第 該施設の事業に支障を来さない場合は兼務させ

２０条の４に規定する養護老人ホームをいう。以下同 て差し支えない。

じ 、病院、診療所、介護老人保健施設又は特定施設 ハ 生活相談員、介護職員及び看護職員の員数に。）

入所者生活介護の指定を受けている施設（以下「特別養 ついては、併設されているのが特別養護老人ホ

護老人ホーム等」という ）に併設される指定短期入所 ームである場合には、特別養護老人ホームとし。

生活介護事業所であって、当該特別養護老人ホーム等と て確保すべき員数と指定短期入所生活介護事業

一体的に運営が行われるもの（以下「併設事業所」とい 所として確保すべき員数の合計を、特別養護老

う ）については、老人福祉法 、医療法（昭和２３年法 人ホームの入所者と併設事業所の利用者の数と。

律第２０５号）又は法に規定する特別養護老人ホーム等 を合算した数について常勤換算方法により必要

。 、として必要とされる数の従業者に加えて、第１項各号に とされる従業者の数とするものである 例えば

掲げる短期入所生活介護従業者を確保するものとする。 入所者５０人、利用者１０人の場合の看護・介

５ 第１項第２号の生活相談員並びに同項第３号の介護職 護職員の員数は、50÷3＝17(端数切り上げ)と10

員及び看護職員のそれぞれのうち１人は、常勤でなけれ ÷3＝4(端数切り上げ)の合計で２１人となるの

ばならない。ただし、利用定員が２０人未満である併設 ではなく、(50＋10)÷3＝20人となる。

事業所の場合にあっては、この限りでない。 ニ また、併設されているのが特別養護老人ホー

６ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの ムでない場合も、従業者の員数の計算上、特別

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を 養護老人ホームの場合と同様の端数の処理を行

有する者とし、当該指定短期入所生活介護事業所の他の うことができるものとする。例えば、特定施設

職務に従事することができるものとする。 に併設されている場合で、特定施設入所者生活

介護の利用者が１１０人、短期入所生活介護の

利用者が２０人である場合の生活相談員の員数

は、110＋20＝130人について計算するため、合

計で２人ということとなる。

(2) 生活相談員(基準第１２１条第１項第２号)

生活相談員については、特別養護老人ホームの設

備及び運営に関する基準(平成１１年３月３１日厚生

省令第４６号)第５条第２項に定める生活相談員に準

ずるものとする。

(3) 機能訓練指導員(基準第１２１条第６項)

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機

能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する

者とされたが、この「訓練を行う能力を有する者」
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とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護

職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資

格を有する者とする。ただし、利用者の日常生活や

レクリエーション、行事等を通じて行う機能訓練に

ついては、当該事業所の生活相談員又は介護職員が

兼務して行っても差し支えない。

(4) 栄養士

基準第１２１条第１項ただし書に規定する「他の

社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより

当該指定短期入所生活介護事業所の効果的な運営を

期待することができる場合であって、利用者の処遇

に支障がないとき」とは、隣接の他の社会福祉施設

や病院等の栄養士との兼務や地域の栄養指導員(栄養

改善法第９条第１項に規定する栄養指導員をいう。)

との連携を図ることにより、適切な栄養管理が行わ

れている場合である。

（管理者） (5) 管理者

第122条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所 指定短期入所生活介護事業所の管理者は常勤であ

生活介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管 り、かつ、原則として専ら当該事業所の管理業務に

。 、 、理者を置かなければならない。ただし、指定短期入所生 従事するものである ただし 以下の場合であって

活介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定短期 当該事業所の管理業務に支障がないときは、他の職

入所生活介護事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地 務を兼ねることができるものとする。

内にある他の事業所、施設等の職務に従事することがで ① 当該指定短期入所生活介護事業所の短期入所生

きるものとする。 活介護従業者としての職務に従事する場合

、② 同一敷地内にある又は道路を隔てて隣接する等

特に当該事業所の管理業務に支障がないと認めら

れる範囲内に他の事業所、施設等がある場合に、

当該他の事業所、施設等の管理者又は従業者とし

ての職務に従事する場合(この場合の他の事業所、

施設等の事業の内容は問わないが、例えば、併設

される訪問系サービスの事業所のサービス提供を

行う従業者との兼務は一般的には管理業務に支障

があると考えられるが、訪問系サービス事業所に

おける勤務時間が極めて限られている職員の場合

には、例外的に認められる場合もありうる。)

(6) 経過措置(基準附則第２条)

平成１７年３月３１日までの間は、介護職員又は

看護職員の員数を、常勤換算方法で、利用者の数が

４．１又はその端数を増すごとに一人以上でよいも

のとされている。ただし、できるだけ早期に３．１

へ移行できるよう努めるものとする。なお、平成１

２年４月１日以降に新たに開始される事業所にあっ

ては、既存の施設に対する経過措置として設けた趣

旨にかんがみ、可能な限り、職員配置を３：１以上

とすることが望ましい。

また、この経過措置は、指定短期入所生活介護事

業所であって小規模生活単位型指定短期入所生活介
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護事業所若しくは一部小規模生活単位型短期入所生

活介護事業所でないもの又は一部小規模生活単位型

短期入所生活介護事業所のユニット部分以外の部分

にのみ適用されるものであることに留意すること。

第三節 設備に関する基準 ２ 設備に関する基準（基準第１２３条及び第１２４条）

（利用定員等） (1) 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が

、 、第123条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員 身体的 精神的に障害を有する者であることに鑑み

を２０人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を

の居室を設けるものとする。ただし、第１２１条第２項 除き耐火建築物としなければならない。ただし、利

の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、 用者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、

この限りでない。 浴室及び機能訓練室を２階以上の階及び地階のいず

２ 併設事業所の場合にあっては、前項本文の規定にかか れにも設けていない建物については、準耐火建築物

わらず その利用定員を２０人未満とすることができる とすることができる。、 。

（設備及び備品等） (2) 指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定

第124条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用者の 短期入所生活介護の運営上及びサービス提供上当然

日常生活のために使用しない附属の建物を除く ）は、 設けなければならないものであるが、同一敷地内に。

、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号 他の社会福祉施設が設置されている場合等であって

の２に規定する耐火建築物でなければならない ただし 当該施設の設備を利用することにより指定短期入所。 、

利用者の日常生活に充てられる場所を２階以上の階及び 生活介護事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当

地階のいずれにも設けていない場合にあっては、同条第 該指定短期入所生活介護事業所の利用者及び当該施

９号の３に規定する準耐火建築物とすることができる。 設の入所者のサービス提供に支障がない場合には、

２ 指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる 利用者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等

、 。設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供す の設備について その一部を設けないことができる

るために必要なその他の設備及び備品等を備えなければ なお、指定短期入所生活介護事業者が利用する他の

ならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用す 施設の当該設備については、本基準に適合するもの

ることにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入 でなければならない。

所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会 (3) 便所等面積又は数の定めのない設備については、

福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事 それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当

業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、 な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

、洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、 (4) 指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は

これらの設備を設けないことができる。 利用者の身体的、精神的特性及び非常災害時におけ

一 居室 る迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたも

。 、「 」 、 、二 食堂 のである なお 中廊下 とは 廊下の両側に居室

三 機能訓練室 静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のあ

四 浴室 る廊下をいう。

、五 便所 (5) 指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路は

六 洗面設備 利用者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災

七 医務室 害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜は

八 静養室 ゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料

九 面談室 で仕上げるものとする。

十 介護職員室 (6) 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、

十一 看護職員室 食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び

十二 調理室 防鼠の設備を設けるものとする。

十三 洗濯室又は洗濯場 (7) 汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペ

十四 汚物処理室 ースを有すれば足りるものである。
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十五 介護材料室 (8) 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を

３ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわら 設ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室か

ず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別 ら相当の距離を隔てて設けるものとする。

養護老人ホーム等 以下この章において 併設本体施設 (9) 経過措置（基準附則第３条）（ 「 」

という ）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業。

事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院 を行っている施設又は老人短期入所施設（基本的な

患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前 設備が完成されているものを含み、この省令の施行

項各号に掲げる設備（居室を除く ）を指定短期入所生 の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除。

活介護の事業の用に供することができるものとする。 く。)については、設備基準のうち１の居室の定員に

４ 第１２１条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人 関する基準（４人以下 、利用者一人当たりの床面積）

ホームの場合にあっては、第２項の規定にかかわらず、 に関する基準（１０.６５平方メートル以上 、食堂）

老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要と 及び機能訓練室の面積に関する基準（３平方メート

される設備を有することで足りるものとする。 ルに利用定員を乗じて得た面積以上）並びに構造設

５ 第２項各号に掲げる設備の基準は 次のとおりとする 備の基準（廊下の幅の基準、常夜灯の設置、傾斜路、 。

一 居室 の設置等）を適用しないものである。

イ 一の居室の定員は、４人以下とすること。

ロ 利用者１人当たりの床面積は、１０.６５平方メ

ートル以上とすること。

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に

ついて十分考慮すること。

二 食堂及び機能訓練室

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有

するものとし、その合計した面積は、３平方メート

ルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の

提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障が

ない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所

とすることができる。

三 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。

四 便所 要介護者が使用するのに適したものとするこ

と。

五 洗面設備要介護者が使用するのに適したものとする

こと。

６ 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護

事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 廊下の幅は、１.８メートル以上とすること。ただ

し、中廊下の幅は、２.７メートル以上とすること。

、 。二 廊下 便所その他必要な場所に常夜灯を設けること

三 階段の傾斜を緩やかにすること。

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けること。

五 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室（以下こ

の項において「居室等」という ）が２階以上の階に。

ある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、

エレベーターを設けるときは、この限りでない。
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第四節 運営に関する基準 ３ 運営に関する基準

（内容及び手続の説明及び同意） (1) 内容及び手続の説明及び同意

第125条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所 基準第１２５条における「サービスの内容及び利

生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者 用期間等についての同意」については、書面によっ

又はその家族に対し、第１３７条に規定する運営規程の て確認することが望ましいものである。

概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利

用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事

項を記した文書を交付して説明を行い、サービスの内容

及び利用期間等について利用申込者の同意を得なければ

ならない。

２ 第８条第２項から第６項までの規定は、前項の規定に

よる文書の交付について準用する。

（指定短期入所生活介護の開始及び終了）

第126条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身

の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出

張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神

的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において

日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入

所生活介護を提供するものとする。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者 (2) 指定短期入所生活介護の開始及び終了

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者 基準第１２６条第２項は、利用者が指定短期入所

との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の 生活介護の利用後においても、利用前と同様のサー

開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療 ビスを受けられるよう、指定短期入所生活介護事業

サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助 者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス

に努めなければならない。 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携によ

り、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了

後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又

は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努め

なければならないこととしたものである。

（利用料等の受領） (3) 利用料等の受領

第127条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領 ① 基準第１２７条第１項、第２項及び第４項の規

サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際 定は、指定訪問介護に係る第２０条第１項、第２

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短 項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第３の

期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は ３の(10)の①、②及び④を参照されたい。

※第３の３(10)①、②、④準用居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所生活

介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支 (10) 利用料等の受領

援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるもの ① 基準第１２７条第１項は、指定短期入所生活介

とする。 護事業者は、法定代理受領サービスとして提供さ

２ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービ れる指定短期入所生活介護についての利用者負担

スに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にそ として、居宅介護サービス費用基準額又は居宅支

の利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所 援サービス費用基準額の１割（法第５０条若しく

生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支 は第６０条又は第６９条第３項の規定の適用によ

援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じな り保険給付の率が９割でない場合については、そ

いようにしなければならない。 れに応じた割合）の支払を受けなければならない

３ 指定短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受け ことを規定したものである。
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る額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者 ② 同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保

から受けることができる。 護の観点から、法定代理受領サービスでない指定

一 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定す 短期入所生活介護を提供した際に、その利用者か

る特別な居室（国若しくは地方公共団体の負担若しく ら支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サー

は補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買 ビスである指定短期入所生活介護に係る費用の額

収され、又は改造されたものを除く ）の提供を行っ の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による。

たことに伴い必要となる費用 不合理な差額を設けてはならないこととしたもの

二 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合 である。

を除く ） なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定。

三 食材料費 短期入所生活介護のサービスと明確に区分される

四 理美容代 サービスについては、次のような方法により別の

五 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護 料金設定をして差し支えない。

において提供される便宜のうち、日常生活においても イ 利用者に、当該事業が指定短期入所生活介護

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者 の事業とは別事業であり、当該サービスが介護

に負担させることが適当と認められるもの 保険給付の対象とならないサービスであること

４ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係 を説明し、理解を得ること。

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又 ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指

はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい 定短期入所生活介護事業所の運営規程とは別に

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 定められていること。

ハ 会計が指定短期入所生活介護の事業の会計と

区分されていること。

、 、④ 同条第４項は 指定短期入所生活介護事業者は

前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対してその額等に

関して説明を行い、利用者の同意を得なければな

らないこととしたものである。

② 基準第１２７条第３項は、指定短期入所生活介

護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に関し

て、

イ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が

選定する特別な居室（国若しくは地方公共団体

の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを

受けて建築され、買収され、又は改造されたも

のを除く。)の提供を行ったことに伴い必要とな

る費用

ロ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定め

る場合を除く。)

ハ 食材料費

ニ 理美容代

ホ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生

活介護において提供される便宜のうち、日常生

活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担させることが適当と

認められるもの

については、前２項の利用料のほかに利用者から

支払を受けることができることとし、保険給付の
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対象となっているサービスと明確に区分されない

あいまいな名目による費用の支払を受けることは

認めないこととしたものである。なお、ホの費用

の具体的な範囲については、別に通知するところ

によるものである。

（指定短期入所生活介護の取扱方針） (4) 指定短期入所生活介護の取扱方針

第128条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介

護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、痴呆の状況

等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援

助を妥当適切に行わなければならない。

「 」２ 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続 ① 基準第１２８条第２項で定める 相当期間以上

して入所する利用者については、次条第１項に規定する とは、概ね４日以上連続して利用する場合を指す

短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なもの こととするが、４日未満の利用者にあっても、利

とならないよう配慮して行われなければならない。 用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をと

ること等により、利用者の心身の状況等を踏まえ

て、他の短期入所生活介護計画を作成した利用者

に準じて、必要な介護及び機能訓練等の援助を行

うものとする。

３ 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の ② 基準第１２８条第３項で定めるサービス提供方

提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその 法等とは、短期入所生活介護計画の目標及び内容

。家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しや や利用期間内の行事及び日課等も含むものである

すいように説明を行わなければならない。

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介 ③ 同条第４項及び第６項は、当該利用者又は他の

護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の 利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除 を得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以 らず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行

下「身体的拘束等」という ）を行ってはならない。 う場合にあっても、その態様及び時間、その際の。

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等 入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

。を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の を記録しなければならないこととしたものである

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ なお、基準第１３９条の２第２項の規定に基づ

、 、 。ばならない。 き 当該記録は ２年間保存しなければならない

６ 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指

定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。

（短期入所生活介護計画の作成） (5) 短期入所生活介護計画の作成

第129条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当 ① 基準第１２９条で定める短期入所生活介護計画

期間以上にわたり継続して入所することが予定される利 については、介護の提供に係る計画等の作成に関

用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置 し経験のある者や、介護の提供について豊富な知

かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提 識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせ

供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサ るものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格

ービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業 を有する者がいる場合は、その者に当該計画のと

者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するた りまとめを行わせることが望ましいものである。

めの具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活 ② 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に

介護計画を作成しなければならない。 沿って作成されなければならない。

２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作 なお、短期入所生活介護計画を作成後に居宅サ
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成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しな ービス計画が作成された場合は、当該短期入所生

ければならない。 活介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであ

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生 るか確認し、必要に応じて変更するものとする。

活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用 ③ 短期入所生活介護計画は利用者の心身の状況、

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけ 希望及びその置かれている環境を踏まえて作成さ

ればならない。 れなければならないものであり、サービス内容等

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生 への利用者の意向の反映の機会を保障するため、

活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計 指定短期入所生活介護事業者の管理者は、短期入

画を利用者に交付しなければならない。 所生活介護計画の作成に当たっては、その内容等

、を説明した上で利用者の同意を得なければならず

また、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付

しなければならない。

なお、交付した短期入所生活介護計画は、基準

第１３９条の２第２項の規定に基づき、２年間保

存しなければならない。

④ 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、居

宅サービス計画を考慮しつつ、利用者の希望を十

分勘案し、利用者の日々の介護状況に合わせて作

成するものとする。

（介護） (6) 介護

第130条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の ① 基準第１３０条で定める介護サービスの提供に

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術 当たっては、利用者の人格に十分配慮し、在宅生

をもって行われなければならない。 活へ復帰することを念頭において行うことが基本

であり、そのためには、利用者の家庭環境等を十

分踏まえて、自立している機能の低下が起きない

ようにするとともに残存機能の維持向上が図られ

るよう、適切な技術をもって介護サービスを提供

し、又は必要な支援を行うものとすること。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、１週間に２回以上、 ② 入浴は、利用者の心身の状況や自立支援を踏ま

適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしな えて、適切な方法により実施するものとする。

ければならない。 なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管

理を行い、入浴することが困難な場合は、清しき

を実施するなど利用者の清潔保持に努めるものと

する。

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況 ③ 排せつの介護は、利用者の心身の状況や排せつ

に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要 状況などを基に、自立支援を踏まえて、トイレ誘

な援助を行わなければならない。 導や排せつ介助等について適切な方法により実施

するものとする。

、４ 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざる ④ 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には

を得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければなら その心身及び活動の状況に適したおむつを提供す

ない。 るとともに、おむつ交換は、頻繁に行えばよいと

いうことではなく、利用者の排せつ状況を踏まえ

て実施するものとする。

５ 指定短期入所生活介護事業者は 前各項に定めるほか ⑤ 同条第５項は、短期間の入所ではあるが、生活、 、

利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の にメリハリをつけ、生活面での積極性を向上させ

世話を適切に行わなければならない。 る観点から、一日の生活の流れに沿って、離床、
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着替え、整容など利用者の心身の状況に応じた日

常生活上の世話を適切に行うべきことを定めたも

のである。

６ 指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護 ⑥ 同条第６項の「常時一人以上の介護職員を介護

職員を介護に従事させなければならない。 に従事させ」るとは、夜間を含めて適切な介護を

提供できるように介護職員の勤務体制を定めてお

かなければならないことを規定したものである。

なお、介護サービスの提供に当たっては、提供

、 。内容に応じて 職員体制を適切に組むものとする

、 、７ 指定短期入所生活介護事業者は その利用者に対して

利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所

の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

（食事） (7) 食事

、第131条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利 基準第１３１条に定める食事の提供に当たっては

用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時 次の点に留意して行うものとする。

間に提供しなければならない。 ① 利用者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り 量及び内容とすること。

離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければなら ② 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

ない。 うとともに、その実施状況を明らかにしておくこ

と。

③ 病弱者に対する献立については、必要に応じ、

医師の指導を受けること。

④ 利用者の食事は、適切な衛生管理がなされたも

のでなければならないこと。

⑤ 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６

時以降とすることが望ましいが、早くても午後５

時以降とすること。

（機能訓練） (8) 機能訓練

第132条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身 基準第１３２条に定める機能訓練は、利用者の家

の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必 庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助け

要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わな るため、必要に応じて提供しなければならない。な

ければならない。 お、日常生活及びレクリエーション、行事の実施等

に当たっても、その効果を配慮するものとする。

（健康管理） (9) 健康管理

第133条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職 ① 基準第１３３条第１項は、健康管理が、医師及

員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健 び看護職員の業務であることを明確にしたもので

康保持のための適切な措置をとらなければならない。 ある。

２ 指定短期入所生活介護事業所の医師は、利用者に対し ② 同条第２項で定める定期健康診断などの状況に

て行った健康管理に関し、その者の健康手帳の所要のペ ついては、その利用者の老人保健法の健康手帳の

。ージに必要な事項を記載しなければならない。ただし、 所要の記入欄に必要な事項を記載するものとする

健康手帳を有しない者については、この限りでない。 これらは、医療を受けた場合や在宅に復帰した後

に指定短期入所生活介護事業所での利用者の健康

管理状況を把握できるようにすることをねらいと
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しているものである。

（相談及び援助） (10) 相談及び援助

第134条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の 基準第１３４条に定める相談及び援助は、常時必

、心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努 要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより

め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じ 積極的に利用者の在宅生活の向上を図ることを趣旨

るとともに、必要な助言その他の援助を行わなければな とするものである。

らない。

（その他のサービスの提供） (11) その他のサービスの提供

、第135条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備 基準第１３５条に定めるレクリエーション行事は

等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション (8)の趣旨を踏まえて行うものとする。

※(8)準用行事を行わなければならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族と (8) 機能訓練

の連携を図るよう努めなければならない。 基準第１３２条に定める機能訓練は、利用者の家

庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助け

るため、必要に応じて提供しなければならない。な

お、日常生活及びレクリエーション、行事の実施等

に当たっても、その効果を配慮するものとする。

（緊急時等の対応） (12) 緊急時等の対応

第136条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所 基準第１３６条は、短期入所生活介護従業者が現

生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変 に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに

が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協 は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づ

力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ き速やかに主治医又はあらかじめ当該指定短期入所

ばならない。 生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行

う等の必要な措置を講じなければならないこととし

たものであるが、協力医療機関については、次の点

に留意するものとする。

① 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応でき

るよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離

にあることが望ましいものであること。

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協

力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り

決めておくこと。

（運営規程） (13) 運営規程

第137条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる事 基準第１３７条は、指定短期入所生活介護の事業

業の運営についての重要事項に関する規程（以下この章 の適正な運営及び利用者に対する適切な指定短期入

において「運営規程」という ）を定めておかなければ 所生活介護の提供を確保するため、同条第１号から。

ならない。 第９号までに掲げる事項を内容とする規程を定める

一 事業の目的及び運営の方針 ことを指定短期入所生活介護事業所ごとに義務づけ

、 。二 従業者の職種、員数及び職務の内容 たものであるが 特に次の点に留意するものとする
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三 利用定員（第１２１条第２項の適用を受ける特別養 ① 利用定員（第３号）

護老人ホームである場合を除く ） 利用定員は、指定短期入所生活介護の事業の専。

用の居室のベッド数と同数とすること。

四 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費 ② 指定短期入所生活介護の内容（第４号）

用の額 「指定短期入所生活介護の内容」については、送

迎の有無も含めたサービスの内容を指すものであ

ること（第１５３条第３号についても同趣旨)。

五 通常の送迎の実施地域 ③ 通常の送迎の実施地域（第５号）

通常の送迎の実施地域は、客観的にその区域が

特定されるものとすること。なお、通常の送迎の

実施地域は、送迎に係る費用の徴収等の目安であ

り、当該地域以外の地域に居住する被保険者に対

して送迎が行われることを妨げるものではないも

のであること（第１５３条第４号についても同趣

旨)。

六 サービス利用に当たっての留意事項 ④ サービス利用に当たっての留意事項（第６号）

利用者が指定短期入所生活介護の提供を受ける

際の、利用者側が留意すべき事項（入所生活上の

ルール、設備の利用上の留意事項等）を指すもの

であること（第１５３条第５号、第１６８条第５

号及び第１８９条第６号についても同趣旨)。

七 緊急時等における対応方法

八 非常災害対策

九 その他運営に関する重要事項 ⑤ その他運営に関する重要事項（第９号）

当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束

等を行う際の手続きについて定めておくことが望

ましい。

（定員の遵守）

第138条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利

用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介

護を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得

ない事情がある場合は、この限りでない。

一 第１２１条第２項の適用を受ける特別養護老人ホー

ムである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当

該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超

えることとなる利用者数

二 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあ

っては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる

利用者数
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（地域等との連携） (14) 地域等との連携

第139条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たって 基準第１３９条は、指定短期入所生活介護の事業

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力 が地域に開かれた事業として行われるよう、指定短

を行う等の地域との交流に努めなければならない。 期入所生活介護事業者は、地域の住民やボランティ

ア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流

に努めなければならないこととしたものである。

（記録の整備）

第139条の2 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設

備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定

短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から２年間保存しなければなら

ない。

一 短期入所生活介護計画

二 次条において準用する第１９条第２項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録

三 １２８条第５項に規定する身体的拘束等の態様及び

時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを

得ない理由の記録

四 次条において準用する第２６条に規定する市町村へ

の通知に係る記録

五 次条において準用する第３６条第２項に規定する苦

情の内容等の記録

六 次条において準用する第３７条第２項に規定する事

故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

（準用） (15) 準用

第140条 第９条から第１３条まで 第１５条 第１６条 基準第１４０条の規定により、基準第９条から第、 、 、

第１９条、第２１条、第２６条、第３２条から第３８条 １３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２

まで、第５２条、第１０１条、第１０３条及び第１０４ １条、第２６条、第３２条から第３８条まで、第５

条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。 ２条、第１０１条、第１０３条及び第１０４条は、

この場合において、第３２条中「訪問介護員等」とある 指定短期入所生活介護の事業について準用されるも

のは「短期入所生活介護従業者」と、第１０１条第３項 のであるため、第３の３の(2)から(6)まで、(9)、(1

中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従 1)、(14)及び(21)から(25)まで、第４の３の(4)並び

業者」と読み替えるものとする。 に第８の３の(5)、(6)及び(7)を参照されたい。この

場合において、準用される基準第１０１条について

は、

イ 指定短期入所生活介護事業所ごとに、短期入所

生活介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤

の別、管理者との兼務関係、機能訓練指導員との

兼務関係等を勤務表上明確にし、人員に関する基

準が満たされていることを明らかにする必要があ

るものであること。併設の指定短期入所生活介護

事業所については、本体施設の従業者と併せて勤

務表を作成するものとすること。空きベッドを利
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用して指定短期入所生活介護の事業を行う特別養

護老人ホームにあっては、当該特別養護老人ホー

ムの従業者について勤務表が作成されていればよ

いものであること。

ロ 職員の職務体制を定めるもののうち、介護職員

の勤務形態については、指定短期入所生活介護が

短期間の利用とはいえ、そのサービスの内容は、

指定介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム

と基本的に同様であることから 「社会福祉施設に、

おける防火安全対策の強化について（昭和６２年

９月１８日社施第１０７号 」に定める特別養護老）

人ホームの夜間における勤務形態の取り扱いに準

じてその体制を確保すること。

また、夜間の介護職員数については、介護老人

福祉施設における配置を参考に適切に配置するこ

と。ただし、併設事業所及び基準第１２１条第２

、項の適用を受ける特別養護老人ホームについては

本体の事業所等と一体でその取り扱いを行って差

し支えないこと。

ハ 指定短期入所生活介護事業所の夜間の安全、防

災上の管理の観点から、介護職員のほかに宿直員

を配置することが望ましいこと。ただし、併設事

業所及び基準第１２１条第２項の適用を受ける特

別養護老人ホームについては、本体の事業所等と

一体でその取り扱いを行って差し支えないこと。

※準用条文 ※準用条文解釈

（２）提供拒否の禁止（提供拒否の禁止）

第９条 指定短期入所生活介護事業者は、正当な理由な 基準第９条は、指定短期入所生活介護事業者は、原

く指定短期入所生活介護の提供を拒んではならない。 則として、利用申込に対しては応じなければならない

ことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の

多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止す

るものである。また、利用者が特定のサービス行為以

外の訪問介護サービスの利用を希望することを理由に

サービスの提供を拒否することも禁止するものであ

る。当該提供を拒むことのできる正当な理由がある場

合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じき

れない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通

常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者

に対し自ら適切な指定短期入所生活介護を提供するこ

とが困難な場合である。

（３）サービス提供困難時の対応（サービス提供困難時の対応）

第１０条 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短 指定短期入所生活介護事業者は、基準第９条の正当

期入所生活介護事業所の通常の事業の実施地域（当該 な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定短期

事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう 入所生活介護を提供することが困難であると認めた場。

以下同じ ）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な 合には、基準第１０条の規定により、当該利用申込者。
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指定短期入所生活介護を提供することが困難であると に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定

認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事 短期入所生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置

業者への連絡、適当な他の指定短期入所生活介護事業 を速やかに講じなければならないものである。

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなけれ

ばならない。

（４）受給資格等の確認（受給資格等の確認）

第１１条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 ① 基準第１１条第１項は、指定短期入所生活介護の

所生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示 利用に係る費用につき保険給付を受けることができ

する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定 るのは、要介護認定又は要支援認定を受けている被

等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるもの 保険者に限られるものであることを踏まえ、指定短

とする。 期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の

提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要

介護認定等の有効期間を確かめなければならないこ

ととしたものである。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の被保険者証 ② 同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定居宅

に、法第７３条第２項に規定する認定審査会意見が記 サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険

載されているときは 当該認定審査会意見に配慮して 者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載さ、 、

指定短期入所生活介護を提供するように努めなければ れているときは、指定短期入所生活介護事業者は、

ならない。 これに配慮して指定短期入所生活介護を提供するよ

うに努めるべきことを規定したものである。

（５）要介護認定等の申請に係る援助（要介護認定等の申請に係る援助）

第１２条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 ① 基準第１２条第１項は、要介護認定等の申請がな

所生活介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受け されていれば、要介護認定等の効力が申請時に遡る

ていない利用申込者については、要介護認定等の申請 ことにより、指定短期入所生活介護の利用に係る費

が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われ 用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定

ていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速 短期入所生活介護事業者は、利用申込者が要介護認

やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけ 定等を受けていないことを確認した場合には、要介

ればならない。 護認定等の申請が既に行われているかどうかを確認

し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者

の を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう意思

必要な援助を行わなければならないこととしたもの

である。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援（こ ② 同条第２項は、要介護認定等の有効期間が原則と

れに相当するサービスを含む ）が利用者に対して行わ して６箇月ごとに終了し、継続して保険給付を受け。

れていない等の場合であって必要と認めるときは、要 るためには要介護更新認定又は要支援更新認定を受

介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受 ける必要があること及び当該認定が申請の日から３

、けている要介護認定等の有効期間が終了する３０日前 ０日以内に行われることとされていることを踏まえ

にはなされるよう、必要な援助を行わなければならな 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援（こ

い。 れに相当するサービスを含む ）が利用者に対して行。

、われていない等の場合であって必要と認めるときは

要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者

が受けている要介護認定等の有効期間が終了する３

０日前にはなされるよう、必要な援助を行わなけれ

ばならないこととしたものである。



- 20 -

（心身の状況等の把握）

第１３条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入

所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介

護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３８号）第１３条第９号に規定す

。 。） 、るサービス担当者会議をいう 以下同じ 等を通じて

利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保

健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。

（６）法定代理受領サービスの提供を受けるための援助（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助）

第１５条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 基準第１５条は、介護保険法施行規則（平成１１年

所生活介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保 厚生省令第３６号。以下「施行規則」という ）第６。

険法施行規則 平成１１年厚生省令第３６号 以下 施 ４条第１号イからロまでのいずれかに該当する利用者（ 。 「

行規則」という ）第６４条各号のいずれにも該当しな は、指定短期入所生活介護の提供を法定代理受領サー。

いときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅 ビスとして受けることができることを踏まえ、指定短

サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する 期入所生活介護事業者は、施行規則第６４条第１号イ

旨を市町村に対して届け出ること等により、指定短期 からロまでのいずれにも該当しない利用申込者又はそ

入所生活介護の提供を法定代理受領サービスとして受 の家族に対し、指定短期入所生活介護の提供を法定代

けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事 理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅

業者に関する情報を提供することその他の法定代理受 介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受

領サービスを行うために必要な援助を行わなければな 領サービスを行うために必要な援助を行わなければな

らない。 らないこととしたものである。

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供）

第１６条 指定短期入所生活介護事業者は、居宅サービ

ス計画（施行規則第６４条第１号ハに規定する計画を

含む。以下同じ ）が作成されている場合は、当該計画。

に沿った指定短期入所生活介護を提供しなければなら

ない。

（９）サービスの提供の記録（サービスの提供の記録）

第１９条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 ① 基準第１９条第１項は、利用者及びサービス事業

所生活介護を提供した際には、当該指定短期入所生活 者が、その時点での支給限度額の残額やサービスの

介護の提供日及び内容、当該指定短期入所生活介護に 利用状況を把握できるようにするために、指定短期

ついて法第４１条第６項（法第５３条第４項において 入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護を提

。 、 、準用する場合を含む ）の規定により利用者に代わって 供した際には 当該指定短期入所生活介護の 提供日

支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービ 内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の

ス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス 居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記

計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなけ 載しなければならないこととしたものである。

ればならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活 ② 同条第２項は、当該指定短期入所生活介護の提供

介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの 日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心

内容等を記録するとともに、利用者からの申出があっ 身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サ

た場合には、文書の交付その他適切な方法により、そ ービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者
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の情報を利用者に対して提供しなければならない。 からの申出があった場合には、文書の交付その他適

切な方法により、その情報を利用者に対して提供し

なければならないこととしたものである。

また 「その他適切な方法」とは、例えば、利用者、

の用意する手帳等に記載するなどの方法である。

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録

は、基準第３９条第２項の規定に基づき、２年間保

存しなければならない。

（11）保険給付の請求のための証明書の交付（保険給付の請求のための証明書の交付）

第２１条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受 基準第２１条は、利用者が市町村に対する保険給付

領サービスに該当しない指定短期入所生活介護に係る の請求を容易に行えるよう、指定短期入所生活介護事

利用料の支払を受けた場合は、提供した指定短期入所 業者は、法定代理受領サービスでない指定短期入所生

生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事 活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した

項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交 指定短期入所生活介護の内容、費用の額その他利用者

付しなければならない。 が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しな

ければならないこととしたものである。

（14）利用者に関する市町村への通知（利用者に関する市町村への通知）

第２６条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 基準第２６条は、偽りその他不正な行為によって保

所生活介護を受けている利用者が次の各号のいずれか 険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大

に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を な過失等により、要介護状態等又はその原因となった

市町村に通知しなければならない。 事故を生じさせるなどした者については、市町村が、

一 正当な理由なしに指定短期入所生活介護の利用に 法第２２条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴

関する指示に従わないことにより、要介護状態等の 収又は法第６４条に基づく保険給付の制限を行うこと

、 、程度を増進させたと認められるとき。 ができることに鑑み 指定短期入所生活介護事業者が

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、 その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町

又は受けようとしたとき。 村に通知しなければならない事由を列記したものであ

る。

（掲示）

第３２条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入

、 、所生活介護事業所の見やすい場所に 運営規程の概要

短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。

（21）秘密保持等（秘密保持等）

第３３条 指定短期入所生活介護事業所の従業者は、正 ① 基準第３３条第１項は、指定短期入所生活介護事

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその 業所の短期入所生活介護従業者その他の従業者に、

家族の秘密を漏らしてはならない。 その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保

持を義務づけたものである。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所 ② 同条第２項は、指定短期入所生活介護事業者に対

生活介護事業所の従業者であった者が、正当な理由が して、過去に当該指定短期入所生活介護事業所の短

、なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密 期入所生活介護従業者その他の従業者であった者が

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏
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ならない。 らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づ

けたものであり、具体的には、指定短期入所生活介

護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所の短

期入所生活介護従業者その他の従業者が、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき

旨を、従業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金

についての定めを置くなどの措置を講ずべきことと

するものである。

３ 指定短期入所生活介護事業者は、サービス担当者会 ③ 同条第３項は、短期入所生活介護従業者がサービ

議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用 ス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて

者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は 利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情

当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかな 報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共

ければならない。 有するためには、指定短期入所生活介護事業者は、

あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同

意を得る必要があることを規定したものであるが、

この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその

家族から包括的な同意を得ておくことで足りるもの

である。

（広告）

第３４条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入

、所生活介護事業所について広告をする場合においては

その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（22）居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）

第３５条 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支 基準第３５条は、居宅介護支援の公正中立性を確保

援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定 するために、指定短期入所生活介護事業者は、居宅介

の事業者によるサービスを利用させることの対償とし 護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して

て 金品その他の財産上の利益を供与してはならない 特定の事業者によるサービスを利用させることの対償、 。

として、金品その他の財産上の利益を供与してはなら

ないこととしたものである。

（23）苦情処理（苦情処理）

第３６条 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指 ① 基準第３６条第１項にいう「必要な措置」とは、

定短期入所生活介護に係る利用者及びその家族からの 具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付 当該事業所における苦情を処理するために講ずる措

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけ 置の概要について明らかにし、利用申込者又はその

ればならない。 家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対す

る措置の概要についても併せて記載するとともに、

事業所に掲示すること等である。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の苦情を受け ② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に

付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければ 対し、指定短期入所生活介護事業者が組織として迅

ならない。 速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定短期入

所生活介護事業者が提供したサービスとは関係のな

いものを除く。)の受付日、その内容等を記録するこ

とを義務づけたものである。
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また、指定短期入所生活介護事業者は、苦情がサ

ービスの質の向上を図る上での重要な情報であると

の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質

の向上に向けた取組を自ら行うべきである。

なお、基準第３９条第２項の規定に基づき、苦情

、 。の内容等の記録は ２年間保存しなければならない

３ 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期 ③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する

入所生活介護に関し、法第２３条の規定により市町村 業務を行うことが位置付けられている国民健康保険

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又 団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁で

は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、 あり、かつ、保険者である市町村が、サービスに関

及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協 する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村

力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場 についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定

合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善 短期入所生活介護事業者に対する苦情に関する調査

を行わなければならない。 や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にし

４ 指定短期入所生活介護事業者は、市町村からの求め たものである。

があった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告

しなければならない。

５ 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期

入所生活介護に係る利用者からの苦情に関して国民健

康保険団体連合会（国民健康保健法（昭和３３年法律

第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険

団体連合会をいう。以下同じ ）が行う法第１７６条第。

１項第２号の調査に協力するとともに、国民健康保険

団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合にお

いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。

６ 指定短期入所生活介護事業者は、国民健康保険団体

連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い。

（24）事故発生時の対応（事故発生時の対応）

第３７条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対 基準第３７条は、利用者が安心して指定訪問介護の

する指定短期入所生活介護の提供により事故が発生し 提供を受けられるよう事故発生時の速やかな対応を規

た場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係 定したものである。指定短期入所生活介護事業者は、

る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要 利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により事

な措置を講じなければならない。 故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の事故の状況 当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡

及び事故に際して採った処置について記録しなければ を行う等の必要な措置を講じるべきこととするととも

ならない。 に、当該事故の状況及び事故に際して採った処置につ

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指 いて記録しなければならないこととしたものである。

定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発 また、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償

ない。 を速やかに行わなければならないこととしたものであ

る。

なお、基準第３９条第２項の規定に基づき、事故の
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状況及び事故に際して採った処置についての記録は、

２年間保存しなければならない。

このほか、以下の点に留意するものとする。

① 利用者に対する指定短期入所生活介護の提供によ

り事故が発生した場合の対応方法については、あら

かじめ指定短期入所生活介護事業者が定めておくこ

とが望ましいこと。

② 指定短期入所生活介護事業者は、賠償すべき事態

において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ま

しいこと。

③ 指定短期入所生活介護事業者は、事故が生じた際

にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じること。

（25）会計の区分（会計の区分）

第３８条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 基準第３８条は、指定短期入所生活介護事業者は、

所生活介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指 指定短期入所生活介護事業所ごとに経理を区分すると

定短期入所生活介護の事業 の会計とその他の事業の会 ともに、指定短期入所生活介護の事業の会計とその他

計を区分しなければならない。 の事業の会計を区分しなければならないこととしたも

のであるが、具体的な会計処理の方法等については、

別に通知するところによるものであること。

(4) 管理者の責務（管理者の責務）

第５２条 指定短期入所生活事業所の管理者は、指定短 基準第５２条は、指定短期入所生活介護事業所の

期入所生活介護事業所の従業者の管理及び指定短期入 管理者の責務を、指定訪問入浴介護事業所の従業者

所生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状 の管理及び指定短期入所生活介護の利用の申込みに

況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一

２ 指定短期入所生活事業所の管理者は、当該指定短期 元的に行うとともに、当該指定短期入所生活介護事

入所生活介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守さ 業所の従業者に基準の第９章第４節の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 せるため必要な指揮命令を行うこととしたものであ

る。

(5) 勤務体制の確保等（勤務体制の確保等）

第１０１条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に 基準第１０１条は、利用者に対する適切な指定短

対し適切な指定短期入所生活介護を提供できるよう、 期入所生活介護の提供を確保するため、職員の勤務

指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体 体制等について規定したものであるが、このほか次

制を定めておかなければならない。 の点に留意するものとする。

① 指定短期入所生活介護事業所ごとに、原則とし

て月ごとの勤務表を作成し、短期入所生活介護従

業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従

の生活相談員、看護職員及び介護職員の配置、管

理者との兼務関係等を明確にすること。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活 ② 同条第２項は、原則として、当該指定短期入所

介護事業所ごとに、当該指定短期入所生活介護事業所 生活介護事業所の従業者たる通所介護従業者によ

の従業者によって指定短期入所生活介護を提供しなけ って指定短期入所生活介護を提供するべきである

ればならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及 が、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及
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ぼさない業務については、この限りでない。 ぼさない業務については、第三者への委託等を行

うことを認めるものであること。

３ 指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護

従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。

(6) 非常災害対策（非常災害対策）

第１０３条 指定短期入所生活介護事業者は、非常災害 基準第１０３条は、指定短期入所生活介護事業者

に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害 は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避

に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練 難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければ

を行わなければならない。 ならないこととしたものである。なお「非常災害に

関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に

規定する消防計画（これに準ずる計画を含む ）及び。

、 。風水害 地震等の災害に対処するための計画をいう

この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業

務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者

を置くこととされている指定短期入所生活介護事業

所にあってはその者に行わせるものとする。また、

防火管理者を置かなくてもよいこととされている指

定短期入所生活介護事業所においても、防火管理に

ついて責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計

画の樹立等の業務を行わせるものとする。

(7) 衛生管理等（衛生管理等）

第１０４条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の 基準第１０４条は、指定短期入所生活介護事業所

使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水 の必要最低限の衛生管理等について規定したもので

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措 あるが、このほか、次の点に留意するものとする。

置を講じなければならない。 ① 指定短期入所生活介護事業者は、食中毒及び感

２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所 染症の発生を防止するための措置等について、必

生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延 要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければな 密接な連携を保つこと。

らない。 ② 空調設備等により施設内の適温の確保に努める

こと。

第五節 小規模生活単位型指定短期入所生活介護 ４ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業

の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 (1) 第五節の趣旨

「小規模生活単位型」の指定短期入所生活介護の

第一款 この節の趣旨及び基本方針 事業は、居宅に近い居住環境の下で、居宅における

生活に近い日常の生活の中でケアを行うこと、すな

（この節の趣旨） わち、生活単位と介護単位とを一致させたケアであ

第140条の1 第一節 第三節及び前節の規定にかかわらず るユニットケアを行うことに特徴があり、これまで、 、

小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業（指定短 「居住福祉型」と称してきたものを、その特徴をよ

期入所生活介護の事業であって、その全部において少数 りわかりやすく表す観点から改めたものである。

の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室 こうした小規模生活単位型指定短期入所生活介護

（当該居室の利用者が交流し、共同で日常生活を営むた の事業におけるケアは、これまでの指定短期入所生

。 、めの場所をいう。以下同じ ）により一体的に構成され 活介護の事業におけるケアと大きく異なることから
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る場所（以下「ユニット」という ）ごとに利用者の日 その基本方針並びに設備及び運営に関する基準につ。

常生活が営まれ、これに対する支援が行われるものをい いては、第一節、第三節及び第四節ではなく、第五

う。以下同じ ）の基本方針並びに設備及び運営に関す 節に定めるところによるものである。なお、人員に。

る基準については、この節に定めるところによる。 関する基準については、第二節に定めるところによ

るので、留意すること。

（基本方針） (2) 基本方針

第140条の3 小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事 基準第１４０条の３は、小規模生活単位型指定短

業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前 期入所生活介護の事業がユニットケアを行うもので

の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとな あることを規定したものである。

るよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互 その具体的な内容に関しては、基準第１４０条の

、 、 、に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支 ７以下に 指定短期入所生活介護の取扱方針 介護

援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利 食事など、それぞれについて明らかにしている。

用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもので

なければならない。

第二款 設備に関する基準

（設備及び備品等） (3) 設備の基準（基準第１４０条の４）

第140条の4 小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事 ① ユニットケアを行うためには、利用者の自律的

業を行う者（以下「小規模生活単位型指定短期入所生活 な生活を保障する居室（個室）と、少人数の家庭

介護事業者」という ）が当該事業を行う事業所（以下 的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居宅で。

） 、「小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所」とい の居間に相当する部屋 が不可欠であることから

。 、う ）の建物（利用者の日常生活のために使用しない附 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所は

属の建物を除く ）は、建築基準法第２条第９号の２に 事業所全体を、こうした居室と共同生活室によっ。

規定する耐火建築物でなければならない。ただし、利用 て一体的に構成される場所（ユニット）を単位と

者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階 して構成し、運営しなければならない。

のいずれにも設けていない場合にあっては、同条第９号

の３に規定する準耐火建築物とすることができる。

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所には、

次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所

生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品

等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設

等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及

び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能

であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短

期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支

障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設け

ないことができる。

一 ユニット ② 基準第１４０条の４第２項第１号に掲げている

二 浴室 「ユニット」は、居室及び共同生活室のほか、洗

三 医務室 面設備及び便所を含むものである。

四 調理室 ③ 利用者が、自室のあるユニットを超えて広がり

五 洗濯室又は洗濯場 のある日常生活を楽しむことができるよう、他の

六 汚物処理室 ユニット利用者と交流したり、多数の利用者が集

七 介護材料室 まったりすることのできる場所を設けることが望

３ 特別養護老人ホーム等に併設される小規模生活単位型 ましい。
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指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老

人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設

小規模生活単位型事業所」という ）にあっては、前項。

の規定にかかわらず、当該併設小規模生活単位型事業所

及び当該併設小規模生活単位型事業所を併設する特別養

護老人ホーム等（以下この節において「小規模生活単位

型事業所併設本体施設」という ）の効率的運営が可能。

であり、かつ、当該併設小規模生活単位型事業所の利用

者及び当該小規模生活単位型事業所併設本体施設の入所

者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないと

きは、当該小規模生活単位型事業所併設本体施設の前項

各号に掲げる設備（ユニットを除く ）を小規模生活単。

位型指定短期入所生活介護の事業の用に供することがで

きるものとする。

４ 第１２１条第２項の規定の適用を受ける小規模生活単

位型特別養護老人ホーム（特別養護老人ホームの設備及

び運営に関する基準 （平成１１年厚生省令第４６号）

第３２条に規定する小規模生活単位型特別養護老人ホー

ムをいう。以下同じ ）の場合にあっては、第２項の規。

定にかかわらず、小規模生活単位型特別養護老人ホーム

として必要とされる設備を有することで足りるものとす

る。

、 。５ 第２項各号に掲げる設備の基準は 次のとおりとする

一 ユニット ④ ユニット（第５項第１号）

イ 居室 ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅

(1) 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、 における生活に近い日常の中でケアを行うという

利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と ユニットケアの特徴を踏まえたものでなければな

認められる場合は、２人とすることができる。 らない。

(2) 居室は いずれかのユニットに属するものとし ⑤ 居室（第１号イ）、 、

当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設 イ 上記①のとおりユニットケアには個室が不可

けること。ただし、一のユニットの利用定員は、 欠なことから、居室の定員は一人とする。ただ

おおむね１０人以下としなければならない。 し、夫婦で居室を利用する場合などサービスの

(3) 利用者一人当たりの床面積は、１０.６５平方 提供上必要と認められる場合は、２人部屋とす

メートル以上とすること。 ることができる。

(4) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等 ロ 居室は、いずれかのユニットに属するものと

について十分考慮すること。 し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体

的に設けなければならない。

この場合 「当該ユニットの共同生活室に近接、

して一体的に設け」られる居室とは、次の三つ

をいう。

ａ 当該共同生活室に近接している居室

ｂ 当該共同生活室に近接してはいないが、ａ

の居室と隣接している居室

ｃ その他当該共同生活室に近接して一体的に

設けられている居室（他の共同生活室のａ及

びｂに該当する居室を除く ）。

ハ ユニットの利用定員
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小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業

所は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会

的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを

支援するものであることから、一のユニット利

、 。用定員は １０人以下とすることを原則とする

ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別

の事情によりやむを得ない場合であって、各ユ

ニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を支援するのに支障がな

いと認められる場合には、利用定員が１０人を

超えるユニットも認められる。なお、この場合

にあっても、次の二つの要件を満たさなければ

ならない。

ａ 利用定員が１０人を超えるユニットにあっ

ては 「おおむね１０人」と言える範囲内の利、

用定員であること。

、ｂ 利用定員が１０人を超えるユニットの数は

当該事業所の総ユニット数の半数以下である

こと。

ニ ユニットの利用定員に関する既存事業所の特

例

平成１５年４月１日に現に存する指定短期入

所生活介護事業所（建築中のものを含む ）が、。

その建物を同日以降に改修してユニットを造る

場合にあっては、事業所を新増築したり、改築

したりする場合に比べて、現にある建物の構造

や敷地などの面で、より大きな制約が想定され

ることから、上記ハのｂの要件は適用しない。

また、平成１５年４月１日に現に存する指定

（ 。）短期入所生活介護事業所 建築中のものを含む

が同日において現にユニットを有している（建

築中のものを含む ）場合は、当該ユニットにつ。

いては、上記ハは適用しない。ただし、当該ユ

ニットが改築されたときは、この限りでない。

ロ 共同生活室 ⑥ 共同生活室（第１号ロ）

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するも イ 共同生活室は、いずれかのユニットに属する

のとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で ものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共

日常生活を営むための場所としてふさわしい形状 同で日常生活を営むための場所としてふさわし

を有すること。 い形状を有するものでなければならない。この

、 。（2) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに ためには 次の２つの要件を満たす必要がある

当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗 ａ 他のユニットの利用者が、当該共同生活室

じて得た面積以上を標準とすること。 を通過することなく、事業所内の他の場所に

。(3) 必要な設備及び備品を備えること。 移動することができるようになっていること

ｂ 当該ユニットの利用者全員とその介護等を

行う従業者が一度に食事をしたり、談話を楽

、しんだりすることが可能な備品を備えた上で
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当該共同生活室内を車椅子が支障なく通過で

きる形状が確保されていること。

ロ 共同生活室には、要介護者が食事をしたり、

談話を楽しんだりするのに適したテーブル、椅

子等の備品を備えておかなければならない。

また、利用者が、その心身の状況に応じて家

事を行うことができるようにする観点から、簡

易な流し、調理設備を設けることが望ましい。

ハ 洗面設備 ⑦ 洗面設備（第１号ハ）

、 。(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適 洗面設備は 居室ごとに設けることが望ましい

当数設けること。 ただし、共同生活室ごとに適当数設けることと

(2) 要介護者が使用するのに適したものとするこ しても差し支えない。この場合にあっては、共同

と。 生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、

２ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。な

お、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに

設ける方式とを混在させても差し支えない。

ニ 便所 ⑧ 便所（第１号ニ）

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適 便所は、居室ごとに設けることが望ましい。た

当数設けること。 だし、共同生活室ごとに適当数設けることとして

(2) 要介護者が使用するのに適したものとするこ も差し支えない。この場合にあっては、共同生活

と。 室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、２ヶ

所以上に分散して設けることが望ましい。なお、

居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設け

る方式とを混在させても差し支えない。

二 浴室 ⑨ 浴室（第２号）

要介護者が入浴するのに適したものとすること。 浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ま

しい。

６ 前各項に規定するもののほか、小規模生活単位型指定

短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとお

りとする。

一 廊下の幅は、１.８メートル以上とすること。ただ ⑩ 廊下（第６項第１号）

し、中廊下の幅は、２.７メートル以上とすること。 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所

なお 廊下の一部の幅を拡張することにより 利用者 にあっては、多数の利用者や従業者が日常的に一、 、 、

従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる 度に移動することはないことから、廊下の幅の一

場合には、１.５メートル以上（中廊下にあっては、 律の規制を緩和する。

１.８メートル以上）として差し支えない。 ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することに

二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯 より、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生

を設けること。 じないと認められる場合」とは、アルコーブを設

三 階段の傾斜を緩やかにすること。 けることなどにより、利用者、従業者等がすれ違

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設 う際にも支障が生じない場合を想定している。

けること。 このほか、小規模生活単位型指定短期入所生活

五 ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、一 介護事業所の廊下の幅については、第１０の２の

以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを (4)を準用する。この場合において、第１０の２の
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設けるときは、この限りでない。 (4)中「静養室」とあるのは「共同生活室」と読み

替えるものとする。

※第１０の２の(4)準用

、(4) 指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は

利用者の身体的、精神的特性及び非常災害時におけ

る迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたも

。 、「 」 、 、のである なお 中廊下 とは 廊下の両側に居室

共同生活室等利用者の日常生活に直接使用する設備

のある廊下をいう。

（準用）

第140条の5 第123条の規定は、小規模生活単位型指定短 ⑪ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所

期入所生活介護事業所について準用する。 の設備については、上記の①から⑩までによるほ

か、第１０の２の規定((4)及び(9)を除く ）を準。

用する この場合において 第１０の２の(1)中 静。 、 「

養室 食堂 浴室及び機能訓練室 とあるのは 共、 、 」 、「

同生活室及び浴室」と、同(8)中「静養室、食堂」

とあるのは「共同生活室」と読み替えるものとす

る。

第１０の２((4)及び(9)を除く ）準用※ 。

(1) 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が

、 、身体的 精神的に障害を有する者であることに鑑み

利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除き耐火建築物としなければならない。ただし、利

用者の日常生活に充てられる居室、共同生活室及び

浴室を２階以上の階及び地階のいずれにも設けてい

ない建物については、準耐火建築物とすることがで

きる。

(2) 指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定

短期入所生活介護の運営上及びサービス提供上当然

設けなければならないものであるが、同一敷地内に

、他の社会福祉施設が設置されている場合等であって

当該施設の設備を利用することにより指定短期入所

生活介護事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当

該指定短期入所生活介護事業所の利用者及び当該施

設の入所者のサービス提供に支障がない場合には、

利用者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等

、 。の設備について その一部を設けないことができる

なお、指定短期入所生活介護事業者が利用する他の

施設の当該設備については、本基準に適合するもの

でなければならない。

(3) 便所等面積又は数の定めのない設備については、

それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当

な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

、(5) 指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路は

利用者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災

害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜は

ゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料
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で仕上げるものとする。

(6) 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、

食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び

防鼠の設備を設けるものとする。

(7) 汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペ

ースを有すれば足りるものである。

(8) 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を

設ける場合には、居室、共同生活室及び調理室から

相当の距離を隔てて設けるものとする。

第三款 運営に関する基準

（利用料等の受領） (4) 利用料等の受領（基準第１４０条の６）

第140条の6 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業 ① 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者

者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生 は、利用者から、ユニットの提供を行うことに伴

活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部 い必要となる費用の額の支払を受けることができ

として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サー るが、この取扱いについては 「小規模生活単位型、

ビス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当 指定介護老人福祉施設の居住費について （平成１」

該小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者に支払 ５年３月１７日老計発第０３１７００２号、老振

われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額 発第０３１７００３号、老健発第０３１７００３

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、法 険課長通知）を参照すること。

定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護 ② 第１０の３の(3)（②のイを除く ）は、小規模。

を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額 生活単位型指定短期入所生活介護事業者について

と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用 準用する。この場合において、第１０の３の(3)の

「 、 」基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合 ①中 基準第１２７条第１項 第２項及び第４項

理な差額が生じないようにしなければならない。 とあるのは「基準第１４０条の６第１項、第２項

３ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前 及び第４項」と、同②中「基準１２７条第３項」

２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支 とあるのは「基準第１４０条の６第３項」と読み

払を受けることができる。 替えるものとする。

※第１０の３の(3)（②のイを除く ）準用一 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合 。

を除く ） (3) 利用料等の受領。

二 ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用 ① 基準第１４０条の６第１項、第２項及び第４項

三 食材料費 の規定は、指定訪問介護に係る第２０条第１項、

四 理美容代 第２項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第

五 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護 ３の３の(10)の①、②及び④を参照されたい。

において提供される便宜のうち、日常生活においても ② 基準第１４０条の６第３項は、指定短期入所生

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者 活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に

に負担させることが適当と認められるもの 関して、

４ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前 ロ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定め

項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら る場合を除く。)

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内 ハ 食材料費

容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なけ ニ 理美容代

ればならない。 ホ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生

活介護において提供される便宜のうち、日常生

活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担させることが適当と
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認められるもの

については、前２項の利用料のほかに利用者から

支払を受けることができることとし、保険給付の

対象となっているサービスと明確に区分されない

あいまいな名目による費用の支払を受けることは

認めないこととしたものである。なお、ホの費用

の具体的な範囲については、別に通知するところ

によるものである。

※第３の３(10)①、②、④準用

(10) 利用料等の受領

① 基準第１４０条の６第１項は、指定短期入所生

活介護事業者は、法定代理受領サービスとして提

供される指定短期入所生活介護についての利用者

負担として、居宅介護サービス費用基準額又は居

宅支援サービス費用基準額の１割（法第５０条若

しくは第６０条又は第６９条第３項の規定の適用

、により保険給付の率が９割でない場合については

それに応じた割合）の支払を受けなければならな

いことを規定したものである。

② 同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保

護の観点から、法定代理受領サービスでない指定

短期入所生活介護を提供した際に、その利用者か

ら支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サー

ビスである指定短期入所生活介護に係る費用の額

の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による

不合理な差額を設けてはならないこととしたもの

である。

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定

短期入所生活介護のサービスと明確に区分される

サービスについては、次のような方法により別の

料金設定をして差し支えない。

イ 利用者に、当該事業が指定短期入所生活介護

の事業とは別事業であり、当該サービスが介護

保険給付の対象とならないサービスであること

を説明し、理解を得ること。

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指

定短期入所生活介護事業所の運営規程とは別に

定められていること。

ハ 会計が指定短期入所生活介護の事業の会計と

区分されていること。

、 、④ 同条第４項は 指定短期入所生活介護事業者は

前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対してその額等に

関して説明を行い、利用者の同意を得なければな

らないこととしたものである。
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（指定短期入所生活介護の取扱方針） (5) 指定短期入所生活介護の取扱方針

第140条の7 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有 ① 基準第１４０条の７第１項は、第１４０条の３

する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿っ 第１項の基本方針を受けて、利用者へのサービス

て自律的な日常生活を営むことができるようにするた の提供は、利用者が自律的な日常生活を営むこと

め、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行 できるよう支援するものとして行わなければなら

うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして ないことを規定したものである。

行われなければならない。 利用者へのサービスの提供に当たっては、利用

２ 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者 前の居宅における生活と利用中の生活が連続した

がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう ものとなるよう配慮することが必要であり、この

、 、 、配慮して行われなければならない。 ため従業者は 一人一人の利用者について 個性

３ 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確 心身の状況、利用に至るまでの生活歴とその中で

保に配慮して行われなければならない。 培われてきた生活様式や生活習慣を具体的に把握

４ 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支 した上で、その日常生活上の活動を適切に援助し

援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又 なければならない。

は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常 なお、こうしたことから明らかなように、利用

に把握しながら、適切に行われなければならない。 者の意向に関わりなく集団で行うゲームや、日常

５ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所の従業 生活動作にない動作を通じた機能訓練など、家庭

者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者 の中では通常行われないことを行うのは、サービ

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、 スとして適当でない。

理解しやすいように説明を行わなければならない。 ② 基準第１４０条の７第２項は、第１４０条の３

６ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、指 第１項の基本方針を受けて、利用者へのサービス

定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又 の提供は、利用者がユニットにおいて相互に社会

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ 的関係を築くことができるよう、それぞれ役割を

を得ない場合を除き 身体的拘束等を行ってはならない 持って生活を営めるように配慮して行われなけれ、 。

７ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前 ばならないことを規定したものである。

項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、 このため従業者は、利用者相互の信頼関係が醸

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理 成されるよう配慮することが必要であるが、同時

由を記録しなければならない。 に、利用者が他の利用者の生活に過度に干渉し、

８ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、自 自律的な生活を損なうことのないようにすること

らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行 にも配慮が必要である。

い、常にその改善を図らなければならない。

（介護） (6) 介護

第140条の8 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に ① 基準第１４０条の８第１項は、介護が、第１４

社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援 ０条の７第１項及び第２項の指定短期入所生活介

するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術を 護の取扱方針を受けた適切な技術をもって行われ

もって行われなければならない。 なければならないことを規定したものである。

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 自律的な日常生活を営むことを支援するという

用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の 点では、利用者の日常生活上の活動への援助が過

状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切 剰なものとなることのないよう留意する必要があ

に支援しなければならない。 る。

３ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 ② 基準第１４０条の８第２項の「日常生活におけ

用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営む る家事」には、家事の簡単な下準備や配膳、後片

ことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の 付け、清掃やゴミ出しなど、多様なものが考えら

機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない れる。

場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供 ③ 基準第１４０条の８第３項は、入浴が、単に身

に代えることができる。 体の清潔を維持するだけでなく、利用者が精神的
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４ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 に快適な生活を営む上でも重要なものであること

用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつ から、こうした観点に照らして「適切な方法によ

の自立について必要な支援を行わなければならない。 り」これを行うこととするとともに、同様の観点

５ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、お から、一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴

むつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの の実施など利用者の意向に応じることができるだ

自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければ けの入浴機会を設けなければならないことを規定

ならない。 したものである。

６ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前 ④ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者

各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等 における介護については、上記の①から③までに

の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 よるほか、第１０の３の(6)の③から⑥までを準用

７ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、常 する。この場合において、第１０の３の(6)の⑤中

時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならな 「同条第５項」とあるのは「第１４０条の８第６

い。 項」と、同⑥中「同条第６項」とあるのは「第１

８ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、そ ４０条の８第７項」と読み替えるものとする。

※第１０の３の(6)の③から⑥準用の利用者に対して、利用者の負担により、当該小規模生

活単位型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者 (6) 介護

による介護を受けさせてはならない。 ③ 排せつの介護は、利用者の心身の状況や排せつ

状況などを基に、自立支援を踏まえて、トイレ誘

導や排せつ介助等について適切な方法により実施

するものとする。

、④ 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には

その心身及び活動の状況に適したおむつを提供す

るとともに、おむつ交換は、頻繁に行えばよいと

いうことではなく、利用者の排せつ状況を踏まえ

て実施するものとする。

⑤ 第１４０条の８第６項は、短期間の入所ではあ

るが、生活にメリハリをつけ、生活面での積極性

を向上させる観点から、一日の生活の流れに沿っ

て、離床、着替え、整容など利用者の心身の状況

に応じた日常生活上の世話を適切に行うべきこと

を定めたものである。

⑥ 第１４０条の８第７項の「常時一人以上の介護

職員を介護に従事させ」るとは、夜間を含めて適

切な介護を提供できるように介護職員の勤務体制

を定めておかなければならないことを規定したも

のである。

なお、介護サービスの提供に当たっては、提供

、 。内容に応じて 職員体制を適切に組むものとする

（食事） (7) 食事

第140条の9 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業 ① 基準第１４０条の９第３項は、第１４０条の７

者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し 第１項の指定短期入所生活介護の取扱方針を受け

た食事を提供しなければならない。 て、食事は、利用者の生活習慣を尊重した適切な

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 時間に提供しなければならないこと。また、事業

用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の 者側の都合で急かしたりすることなく、利用者が

自立について必要な支援を行わなければならない。 自分のペースで食事を獲ることができるよう十分

３ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 な時間を確保しなければならないことを規定した
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用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供する ものである。

とともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り ② 基準第１４０条の９第４項は、第１４０条の３

自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保 の基本方針を受けて、利用者の意思を尊重し、ま

しなければならない。 た、その心身の状況に配慮した上で、できる限り

４ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 離床し、共同生活室で食事を摂ることができるよ

用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その う支援しなければならないことを規定したもので

意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂るこ ある。

とを支援しなければならない。 その際、共同生活室で食事を摂るよう強制する

ことはあってはならないので、十分留意する必要

がある。

③ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所

における食事については、上記の①及び②による

、 。ほか 第１０の３の(7)の①から⑤までを準用する

※第１０の３の(7)の①から⑤準用

(7) 食事

基準第１４０条の９に定める食事の提供に当たっ

ては、次の点に留意して行うものとする。

① 利用者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養

量及び内容とすること。

② 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

うとともに、その実施状況を明らかにしておくこ

と。

③ 病弱者に対する献立については、必要に応じ、

医師の指導を受けること。

④ 利用者の食事は、適切な衛生管理がなされたも

のでなければならないこと。

⑤ 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６

時以降とすることが望ましいが、早くても午後５

時以降とすること。

（その他のサービスの提供） (8) その他のサービス提供

第140条の10 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事 ① 基準第１４０条の１０第１項は、第１４０条の

業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係 ７第１項の指定短期入所生活介護の取扱方針を受

る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行 けて、利用者一人一人の嗜好を把握した上で、そ

うこれらの活動を支援しなければならない。 れに応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、常 を提供するとともに、同好会やクラブ活動などを

に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならな 含め、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援

い。 しなければならないことを規定したものである。

② 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所

の居室は、家族や友人が来訪、宿泊して利用者と

交流するのに適した個室であることから、これら

の者ができる限り気軽に来訪、宿泊することがで

きるよう配慮しなければならない。
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（運営規程） (9) 運営規程

第140条の11 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事 ① 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他

業者は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関 の費用の額（第５号）

する規程を定めておかなければならない。 「その他の費用の額」は、基準第１４０条の６第

一 事業の目的及び運営の方針 ３項により支払を受けることが認められている費

二 従業者の職種、員数及び職務の内容 用の額を指すものであること。

三 利用定員（第１２１条第２項の規定の適用を受ける ② 第１０の３の(13)は、小規模生活単位型指定短

小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合を除 期入所生活介護事業所について準用する。この場

く ） 合において、第１０の３の(13)中「第１３７条」。

四 ユニットの数及びユニットごとの利用定員（第１２ とあるのは「第１４０条の１１」と 「同条第１号、

１条第２項の規定の適用を受ける小規模生活単位型特 から第９号まで」とあるのは「同条１号から１０

別養護老人ホームである場合を除く ） 号まで」と、同②中「第４号」とあるのは「第５。

五 指定短期入所生活介護の内容及び利用料その他の費 号」と、同③中「第５号」とあるのは「第６号」

用の額 と、同④中「第６号」とあるのは「第７号」と、

六 通常の送迎の実施地域 同⑤中「第９号」とあるのは「第１０号」と読み

七 サービス利用に当たっての留意事項 替えるものとする。

※第１０の３の(13)準用八 緊急時等における対応方法

九 非常災害対策 (13) 運営規程

十 その他運営に関する重要事項 基準第１４０条の１１は、指定短期入所生活介護

の事業の適正な運営及び利用者に対する適切な指定

（定員の遵守） 短期入所生活介護の提供を確保するため、同条第１

第140条の12 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事 号から第１０号までに掲げる事項を内容とする規程

業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時 を定めることを指定短期入所生活介護事業所ごとに

に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、 義務づけたものであるが、特に次の点に留意するも

災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限り のとする。

でない。 ① 利用定員（第３号）

一 第１２１条第２項の規定の適用を受ける小規模生活 利用定員は、指定短期入所生活介護の事業の専

単位型特別養護老人ホームである小規模生活単位型指 用の居室のベッド数と同数とすること。

定短期入所生活介護事業所にあっては、当該小規模生 ② 指定短期入所生活介護の内容（第５号）

活単位型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定 「指定短期入所生活介護の内容」については、送

員及び居室の定員を超えることとなる利用者数 迎の有無も含めたサービスの内容を指すものであ

二 前号に該当しない小規模生活単位型指定短期入所生 ること（第１５３条第３号についても同趣旨)。

活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及 ③ 通常の送迎の実施地域（第６号）

び居室の定員を超えることとなる利用者数 通常の送迎の実施地域は、客観的にその区域が

特定されるものとすること。なお、通常の送迎の

実施地域は、送迎に係る費用の徴収等の目安であ

り、当該地域以外の地域に居住する被保険者に対

して送迎が行われることを妨げるものではないも

のであること（第１５３条第４号についても同趣

旨)。

④ サービス利用に当たっての留意事項（第７号）

利用者が指定短期入所生活介護の提供を受ける

際の、利用者側が留意すべき事項（入所生活上の

ルール、設備の利用上の留意事項等）を指すもの

であること（第１５３条第５号、第１６８条第５

号及び第１８９条第６号についても同趣旨)。

⑤ その他運営に関する重要事項（第１０号）
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当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合に身体的拘束

等を行う際の手続きについて定めておくことが望

ましい。

(10) その他

小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所に

おける介護職員等の勤務体制については、次の配置

を行うことが望ましい。

① 日中については、ユニットごとに常時一人以上

の介護職員又は看護職員を配置すること。

② 夜間及び深夜については、２ユニットごとに一

人以上の介護職員又は看護職員を夜間及び深夜の

勤務に従事する職員として配置すること。

（準用） (11) 準用

、 、第140条の13 第１２５条、第１２６条、第１２９条、第 基準第１４０条の１３の規定により 第１２５条

１３２条から第１３４条まで、第１３６条及び第１３９ 第１２６条、第１２９条、第１３２条から第１３４

条から第１４０条までの規定は、小規模生活単位型指定 条まで、第１３６条、第１３９条及び第１４０条の

短期入所生活介護の事業について準用する。この場合に 規定は、小規模生活単位型指定短期入所生活介護の

おいて、第１２５条第１項中「第１３７条」とあるのは 事業について準用されるものであるため、第１０の

「第１４０条の１１」と、第１３９条の２第２項第２号 ３の(1)、(2)、(5)、(8)から(10)まで、(12)、(14)

中「次条」とあるのは「第１４０条の１３において準用 及び(15)を参照されたい。

」 、 「 」する第１４０条 と 同項第３号中 第１２８条第５項

とあるのは「第１４０条の７第７項」と、同項第４号か

ら第６号までの規定中「次条」とあるのは「第１４０条

の１３において準用する第１４０条」と読み替えるもの

とする。

※準用条文 ※準用条文解釈

※第１０の３の(1)、(2)、(5)、(8)から(10)まで、(12)、

(14)及び(15)準用（内容及び手続の説明及び同意）

第125条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所 (1) 内容及び手続の説明及び同意

生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者 基準第１２５条における「サービスの内容及び利

又はその家族に対し、第１４０条の１１に規定する運営 用期間等についての同意」については、書面によっ

規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その て確認することが望ましいものである。

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービス

の内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得な

ければならない。

２ 第８条第２項から第６項までの規定は、前項の規定に

よる文書の交付について準用する。
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（指定短期入所生活介護の開始及び終了） (2) 指定短期入所生活介護の開始及び終了

第126条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身 基準第１２６条第２項は、利用者が指定短期入所

の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出 生活介護の利用後においても、利用前と同様のサー

張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神 ビスを受けられるよう、指定短期入所生活介護事業

的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において 者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス

日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携によ

所生活介護を提供するものとする。 り、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者 後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者 は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努め

との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の なければならないこととしたものである。

開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療

サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助

に努めなければならない。

（短期入所生活介護計画の作成） (5) 短期入所生活介護計画の作成

第129条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当 ① 基準第１２９条で定める短期入所生活介護計画

期間以上にわたり継続して入所することが予定される利 については、介護の提供に係る計画等の作成に関

用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置 し経験のある者や、介護の提供について豊富な知

かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提 識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせ

供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサ るものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格

ービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業 を有する者がいる場合は、その者に当該計画のと

者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するた りまとめを行わせることが望ましいものである。

めの具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活 ② 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に

介護計画を作成しなければならない。 沿って作成されなければならない。

２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作 なお、短期入所生活介護計画を作成後に居宅サ

成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しな ービス計画が作成された場合は、当該短期入所生

ければならない。 活介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであ

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生 るか確認し、必要に応じて変更するものとする。

活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用 ③ 短期入所生活介護計画は利用者の心身の状況、

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけ 希望及びその置かれている環境を踏まえて作成さ

ればならない。 れなければならないものであり、サービス内容等

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生 への利用者の意向の反映の機会を保障するため、

活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計 指定短期入所生活介護事業者の管理者は、短期入

画を利用者に交付しなければならない。 所生活介護計画の作成に当たっては、その内容等

、を説明した上で利用者の同意を得なければならず

また、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付

しなければならない。

なお、交付した短期入所生活介護計画は、基準

第１３９条の２第２項の規定に基づき、２年間保

存しなければならない。

④ 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、居

宅サービス計画を考慮しつつ、利用者の希望を十

分勘案し、利用者の日々の介護状況に合わせて作

成するものとする。
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（機能訓練） (8) 機能訓練

第132条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身 基準第１３２条に定める機能訓練は、利用者の家

の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必 庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助け

要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わな るため、必要に応じて提供しなければならない。な

ければならない。 お、日常生活及びレクリエーション、行事の実施等

に当たっても、その効果を配慮するものとする。

（健康管理） (9) 健康管理

第133条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職 ① 基準第１３３条第１項は、健康管理が、医師及

員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健 び看護職員の業務であることを明確にしたもので

康保持のための適切な措置をとらなければならない。 ある。

２ 指定短期入所生活介護事業所の医師は、利用者に対し ② 同条第２項で定める定期健康診断などの状況に

て行った健康管理に関し、その者の健康手帳の所要のペ ついては、その利用者の老人保健法の健康手帳の

。ージに必要な事項を記載しなければならない。ただし、 所要の記入欄に必要な事項を記載するものとする

健康手帳を有しない者については、この限りでない。 これらは、医療を受けた場合や在宅に復帰した後

に指定短期入所生活介護事業所での利用者の健康

管理状況を把握できるようにすることをねらいと

しているものである。

（相談及び援助） (10) 相談及び援助

第134条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の 基準第１３４条に定める相談及び援助は、常時必

、心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努 要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより

め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じ 積極的に利用者の在宅生活の向上を図ることを趣旨

るとともに、必要な助言その他の援助を行わなければな とするものである。

らない。

（緊急時等の対応） (12) 緊急時等の対応

第136条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所 基準第１３６条は、短期入所生活介護従業者が現

生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変 に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに

が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協 は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づ

力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ き速やかに主治医又はあらかじめ当該指定短期入所

ばならない。 生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行

う等の必要な措置を講じなければならないこととし

たものであるが、協力医療機関については、次の点

に留意するものとする。

① 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応でき

るよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離

にあることが望ましいものであること。

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協

力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り

決めておくこと。

（地域等との連携） (14) 地域等との連携

第139条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たって 基準第１３９条は、指定短期入所生活介護の事業

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力 が地域に開かれた事業として行われるよう、指定短

を行う等の地域との交流に努めなければならない。 期入所生活介護事業者は、地域の住民やボランティ
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ア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流

に努めなければならないこととしたものである。

（記録の整備）

第139条の2 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設

備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定

短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から２年間保存しなければなら

ない。

一 短期入所生活介護計画

二 第１４０条の１３において準用する第１４０条にお

いて準用する第１９条第２項に規定する提供した具体

的なサービスの内容等の記録

三 第１４０条の７第７項に規定する身体的拘束等の態

様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急

やむを得ない理由の記録

四 第１４０条の１３において準用する第１４０条にお

いて準用する第２６条に規定する市町村への通知に係

る記録

五 第１４０条の１３において準用する第１４０条にお

いて準用する第３６条第２項に規定する苦情の内容等

の記録

六 第１４０条の１３において準用する第１４０条にお

いて準用する第３７条第２項に規定する事故の状況及

び事故に際して採った処置についての記録

（準用） (15) 準用

第140条 第９条から第１３条まで 第１５条 第１６条 基準第１４０条の規定により、基準第９条から第、 、 、

第１９条、第２１条、第２６条、第３２条から第３８条 １３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２

まで、第５２条、第１０１条、第１０３条及び第１０４ １条、第２６条、第３２条から第３８条まで、第５

条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。 ２条、第１０１条、第１０３条及び第１０４条は、

この場合において、第３２条中「訪問介護員等」とある 指定短期入所生活介護の事業について準用されるも

のは「短期入所生活介護従業者」と、第１０１条第３項 のであるため、第３の３の(2)から(6)まで、(9)、(1

中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従 1)、(14)及び(21)から(25)まで、第４の３の(4)並び

業者」と読み替えるものとする。 に第８の３の(5)、(6)及び(7)を参照されたい。この

場合において、準用される基準第１０１条について

は、

イ 指定短期入所生活介護事業所ごとに、短期入所

生活介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤

の別、管理者との兼務関係、機能訓練指導員との

兼務関係等を勤務表上明確にし、人員に関する基

準が満たされていることを明らかにする必要があ

るものであること。併設の指定短期入所生活介護

事業所については、本体施設の従業者と併せて勤

務表を作成するものとすること。空きベッドを利
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用して指定短期入所生活介護の事業を行う特別養

護老人ホームにあっては、当該特別養護老人ホー

ムの従業者について勤務表が作成されていればよ

いものであること。

ロ 職員の職務体制を定めるもののうち、介護職員

の勤務形態については、指定短期入所生活介護が

短期間の利用とはいえ、そのサービスの内容は、

指定介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム

と基本的に同様であることから 「社会福祉施設に、

おける防火安全対策の強化について（昭和６２年

９月１８日社施第１０７号 」に定める特別養護老）

人ホームの夜間における勤務形態の取り扱いに準

じてその体制を確保すること。

また、夜間の介護職員数については、介護老人

福祉施設における配置を参考に適切に配置するこ

と。ただし、併設事業所及び基準第１２１条第２

、項の適用を受ける特別養護老人ホームについては

本体の事業所等と一体でその取り扱いを行って差

し支えないこと。

ハ 指定短期入所生活介護事業所の夜間の安全、防

災上の管理の観点から、介護職員のほかに宿直員

を配置することが望ましいこと。ただし、併設事

業所及び基準第１２１条第２項の適用を受ける特

別養護老人ホームについては、本体の事業所等と

一体でその取り扱いを行って差し支えないこと。

※準用条文 ※準用条文解釈

（２）提供拒否の禁止（提供拒否の禁止）

第９条 指定短期入所生活介護事業者は、正当な理由な 基準第９条は、指定短期入所生活介護事業者は、原

く指定短期入所生活介護の提供を拒んではならない。 則として、利用申込に対しては応じなければならない

ことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の

多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止す

るものである。また、利用者が特定のサービス行為以

外の訪問介護サービスの利用を希望することを理由に

サービスの提供を拒否することも禁止するものであ

る。当該提供を拒むことのできる正当な理由がある場

合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じき

れない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通

常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者

に対し自ら適切な指定短期入所生活介護を提供するこ

とが困難な場合である。

（３）サービス提供困難時の対応（サービス提供困難時の対応）

第１０条 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短 指定短期入所生活介護事業者は、基準第９条の正当

期入所生活介護事業所の通常の事業の実施地域（当該 な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定短期

事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう 入所生活介護を提供することが困難であると認めた場。

以下同じ ）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な 合には、基準第１０条の規定により、当該利用申込者。
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指定短期入所生活介護を提供することが困難であると に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定

認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事 短期入所生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置

業者への連絡、適当な他の指定短期入所生活介護事業 を速やかに講じなければならないものである。

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなけれ

ばならない。

（４）受給資格等の確認（受給資格等の確認）

第１１条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 ① 基準第１１条第１項は、指定短期入所生活介護の

所生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示 利用に係る費用につき保険給付を受けることができ

する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定 るのは、要介護認定又は要支援認定を受けている被

等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるもの 保険者に限られるものであることを踏まえ、指定短

とする。 期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の

提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要

介護認定等の有効期間を確かめなければならないこ

ととしたものである。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の被保険者証 ② 同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定居宅

に、法第７３条第２項に規定する認定審査会意見が記 サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険

載されているときは 当該認定審査会意見に配慮して 者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載さ、 、

指定短期入所生活介護を提供するように努めなければ れているときは、指定短期入所生活介護事業者は、

ならない。 これに配慮して指定短期入所生活介護を提供するよ

うに努めるべきことを規定したものである。

（５）要介護認定等の申請に係る援助（要介護認定等の申請に係る援助）

第１２条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 ① 基準第１２条第１項は、要介護認定等の申請がな

所生活介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受け されていれば、要介護認定等の効力が申請時に遡る

ていない利用申込者については、要介護認定等の申請 ことにより、指定短期入所生活介護の利用に係る費

が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われ 用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定

ていない場合は、当該利用申込者の意思を踏まえて速 短期入所生活介護事業者は、利用申込者が要介護認

やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけ 定等を受けていないことを確認した場合には、要介

ればならない。 護認定等の申請が既に行われているかどうかを確認

し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者

の を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう意思

必要な援助を行わなければならないこととしたもの

である。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援（こ ② 同条第２項は、要介護認定等の有効期間が原則と

れに相当するサービスを含む ）が利用者に対して行わ して６箇月ごとに終了し、継続して保険給付を受け。

れていない等の場合であって必要と認めるときは、要 るためには要介護更新認定又は要支援更新認定を受

介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受 ける必要があること及び当該認定が申請の日から３

、けている要介護認定等の有効期間が終了する３０日前 ０日以内に行われることとされていることを踏まえ

にはなされるよう、必要な援助を行わなければならな 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援（こ

い。 れに相当するサービスを含む ）が利用者に対して行。

、われていない等の場合であって必要と認めるときは

要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者

が受けている要介護認定等の有効期間が終了する３

０日前にはなされるよう、必要な援助を行わなけれ
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ばならないこととしたものである。

（心身の状況等の把握）

第１３条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入

所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介

護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３８号）第１３条第９号に規定す

。 。） 、るサービス担当者会議をいう 以下同じ 等を通じて

利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保

健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。

（６）法定代理受領サービスの提供を受けるための援助（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助）

第１５条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 基準第１５条は、介護保険法施行規則（平成１１年

所生活介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保 厚生省令第３６号。以下「施行規則」という ）第６。

険法施行規則 平成１１年厚生省令第３６号 以下 施 ４条第１号イからロまでのいずれかに該当する利用者（ 。 「

行規則」という ）第６４条各号のいずれにも該当しな は、指定短期入所生活介護の提供を法定代理受領サー。

いときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅 ビスとして受けることができることを踏まえ、指定短

サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する 期入所生活介護事業者は、施行規則第６４条第１号イ

旨を市町村に対して届け出ること等により、指定短期 からロまでのいずれにも該当しない利用申込者又はそ

入所生活介護の提供を法定代理受領サービスとして受 の家族に対し、指定短期入所生活介護の提供を法定代

けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事 理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅

業者に関する情報を提供することその他の法定代理受 介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受

領サービスを行うために必要な援助を行わなければな 領サービスを行うために必要な援助を行わなければな

らない。 らないこととしたものである。

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供）

第１６条 指定短期入所生活介護事業者は、居宅サービ

ス計画（施行規則第６４条第１号ハに規定する計画を

含む。以下同じ ）が作成されている場合は、当該計画。

に沿った指定短期入所生活介護を提供しなければなら

ない。

（９）サービスの提供の記録（サービスの提供の記録）

第１９条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 ① 基準第１９条第１項は、利用者及びサービス事業

所生活介護を提供した際には、当該指定短期入所生活 者が、その時点での支給限度額の残額やサービスの

介護の提供日及び内容、当該指定短期入所生活介護に 利用状況を把握できるようにするために、指定短期

ついて法第４１条第６項（法第５３条第４項において 入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護を提

。 、 、準用する場合を含む ）の規定により利用者に代わって 供した際には 当該指定短期入所生活介護の 提供日

支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービ 内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の

ス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス 居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記

計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなけ 載しなければならないこととしたものである。

ればならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活 ② 同条第２項は、当該指定短期入所生活介護の提供

介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの 日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心

内容等を記録するとともに、利用者からの申出があっ 身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サ



- 44 -

た場合には、文書の交付その他適切な方法により、そ ービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者

の情報を利用者に対して提供しなければならない。 からの申出があった場合には、文書の交付その他適

切な方法により、その情報を利用者に対して提供し

なければならないこととしたものである。

また 「その他適切な方法」とは、例えば、利用者、

の用意する手帳等に記載するなどの方法である。

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録

は、基準第３９条第２項の規定に基づき、２年間保

存しなければならない。

（11）保険給付の請求のための証明書の交付（保険給付の請求のための証明書の交付）

第２１条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受 基準第２１条は、利用者が市町村に対する保険給付

領サービスに該当しない指定短期入所生活介護に係る の請求を容易に行えるよう、指定短期入所生活介護事

利用料の支払を受けた場合は、提供した指定短期入所 業者は、法定代理受領サービスでない指定短期入所生

生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事 活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した

項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交 指定短期入所生活介護の内容、費用の額その他利用者

付しなければならない。 が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しな

ければならないこととしたものである。

（14）利用者に関する市町村への通知（利用者に関する市町村への通知）

第２６条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 基準第２６条は、偽りその他不正な行為によって保

所生活介護を受けている利用者が次の各号のいずれか 険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大

に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を な過失等により、要介護状態等又はその原因となった

市町村に通知しなければならない。 事故を生じさせるなどした者については、市町村が、

一 正当な理由なしに指定短期入所生活介護の利用に 法第２２条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴

関する指示に従わないことにより、要介護状態等の 収又は法第６４条に基づく保険給付の制限を行うこと

、 、程度を増進させたと認められるとき。 ができることに鑑み 指定短期入所生活介護事業者が

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、 その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町

又は受けようとしたとき。 村に通知しなければならない事由を列記したものであ

る。

（掲示）

第３２条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入

、 、所生活介護事業所の見やすい場所に 運営規程の概要

短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。

（21）秘密保持等（秘密保持等）

第３３条 指定短期入所生活介護事業所の従業者は、正 ① 基準第３３条第１項は、指定短期入所生活介護事

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその 業所の短期入所生活介護従業者その他の従業者に、

家族の秘密を漏らしてはならない。 その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保

持を義務づけたものである。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所 ② 同条第２項は、指定短期入所生活介護事業者に対

生活介護事業所の従業者であった者が、正当な理由が して、過去に当該指定短期入所生活介護事業所の短

、なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密 期入所生活介護従業者その他の従業者であった者が
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を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

ならない。 らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づ

けたものであり、具体的には、指定短期入所生活介

護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所の短

期入所生活介護従業者その他の従業者が、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき

旨を、従業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金

についての定めを置くなどの措置を講ずべきことと

するものである。

３ 指定短期入所生活介護事業者は、サービス担当者会 ③ 同条第３項は、短期入所生活介護従業者がサービ

議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用 ス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて

者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は 利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情

当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかな 報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共

ければならない。 有するためには、指定短期入所生活介護事業者は、

あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同

意を得る必要があることを規定したものであるが、

この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその

家族から包括的な同意を得ておくことで足りるもの

である。

（広告）

第３４条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入

、所生活介護事業所について広告をする場合においては

その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（22）居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）

第３５条 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支 基準第３５条は、居宅介護支援の公正中立性を確保

援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定 するために、指定短期入所生活介護事業者は、居宅介

の事業者によるサービスを利用させることの対償とし 護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して

て 金品その他の財産上の利益を供与してはならない 特定の事業者によるサービスを利用させることの対償、 。

として、金品その他の財産上の利益を供与してはなら

ないこととしたものである。

（23）苦情処理（苦情処理）

第３６条 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指 ① 基準第３６条第１項にいう「必要な措置」とは、

定短期入所生活介護に係る利用者及びその家族からの 具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付 当該事業所における苦情を処理するために講ずる措

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけ 置の概要について明らかにし、利用申込者又はその

ればならない。 家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対す

る措置の概要についても併せて記載するとともに、

事業所に掲示すること等である。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の苦情を受け ② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に

付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければ 対し、指定短期入所生活介護事業者が組織として迅

ならない。 速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定短期入

所生活介護事業者が提供したサービスとは関係のな

いものを除く。)の受付日、その内容等を記録するこ
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とを義務づけたものである。

また、指定短期入所生活介護事業者は、苦情がサ

ービスの質の向上を図る上での重要な情報であると

の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質

の向上に向けた取組を自ら行うべきである。

なお、基準第３９条第２項の規定に基づき、苦情

、 。の内容等の記録は ２年間保存しなければならない

３ 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期 ③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する

入所生活介護に関し、法第２３条の規定により市町村 業務を行うことが位置付けられている国民健康保険

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又 団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁で

は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、 あり、かつ、保険者である市町村が、サービスに関

及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協 する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村

力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場 についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定

合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善 短期入所生活介護事業者に対する苦情に関する調査

を行わなければならない。 や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にし

４ 指定短期入所生活介護事業者は、市町村からの求め たものである。

があった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告

しなければならない。

５ 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期

入所生活介護に係る利用者からの苦情に関して国民健

康保険団体連合会（国民健康保健法（昭和３３年法律

第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険

団体連合会をいう。以下同じ ）が行う法第１７６条第。

１項第２号の調査に協力するとともに、国民健康保険

団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合にお

いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。

６ 指定短期入所生活介護事業者は、国民健康保険団体

連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い。

（24）事故発生時の対応（事故発生時の対応）

第３７条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対 基準第３７条は、利用者が安心して指定訪問介護の

する指定短期入所生活介護の提供により事故が発生し 提供を受けられるよう事故発生時の速やかな対応を規

た場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係 定したものである。指定短期入所生活介護事業者は、

る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要 利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により事

な措置を講じなければならない。 故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の事故の状況 当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡

及び事故に際して採った処置について記録しなければ を行う等の必要な措置を講じるべきこととするととも

ならない。 に、当該事故の状況及び事故に際して採った処置につ

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指 いて記録しなければならないこととしたものである。

定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発 また、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償

ない。 を速やかに行わなければならないこととしたものであ

る。
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なお、基準第３９条第２項の規定に基づき、事故の

状況及び事故に際して採った処置についての記録は、

２年間保存しなければならない。

このほか、以下の点に留意するものとする。

① 利用者に対する指定短期入所生活介護の提供によ

り事故が発生した場合の対応方法については、あら

かじめ指定短期入所生活介護事業者が定めておくこ

とが望ましいこと。

② 指定短期入所生活介護事業者は、賠償すべき事態

において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ま

しいこと。

③ 指定短期入所生活介護事業者は、事故が生じた際

にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じること。

（25）会計の区分（会計の区分）

第３８条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 基準第３８条は、指定短期入所生活介護事業者は、

所生活介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指 指定短期入所生活介護事業所ごとに経理を区分すると

定短期入所生活介護の事業 の会計とその他の事業の会 ともに、指定短期入所生活介護の事業の会計とその他

計を区分しなければならない。 の事業の会計を区分しなければならないこととしたも

のであるが、具体的な会計処理の方法等については、

別に通知するところによるものであること。

(4) 管理者の責務（管理者の責務）

第５２条 指定短期入所生活事業所の管理者は、指定短 基準第５２条は、指定短期入所生活介護事業所の

期入所生活介護事業所の従業者の管理及び指定短期入 管理者の責務を、指定訪問入浴介護事業所の従業者

所生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状 の管理及び指定短期入所生活介護の利用の申込みに

況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一

２ 指定短期入所生活事業所の管理者は、当該指定短期 元的に行うとともに、当該指定短期入所生活介護事

入所生活介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守さ 業所の従業者に基準の第９章第４節の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 せるため必要な指揮命令を行うこととしたものであ

る。

(5) 勤務体制の確保等（勤務体制の確保等）

第１０１条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に 基準第１０１条は、利用者に対する適切な指定短

対し適切な指定短期入所生活介護を提供できるよう、 期入所生活介護の提供を確保するため、職員の勤務

指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体 体制等について規定したものであるが、このほか次

制を定めておかなければならない。 の点に留意するものとする。

① 指定短期入所生活介護事業所ごとに、原則とし

て月ごとの勤務表を作成し、短期入所生活介護従

業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従

の生活相談員、看護職員及び介護職員の配置、管

理者との兼務関係等を明確にすること。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活 ② 同条第２項は、原則として、当該指定短期入所

介護事業所ごとに、当該指定短期入所生活介護事業所 生活介護事業所の従業者たる通所介護従業者によ

の従業者によって指定短期入所生活介護を提供しなけ って指定短期入所生活介護を提供するべきである
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ればならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及 が、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及

ぼさない業務については、この限りでない。 ぼさない業務については、第三者への委託等を行

うことを認めるものであること。

３ 指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護

従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。

(6) 非常災害対策（非常災害対策）

第１０３条 指定短期入所生活介護事業者は、非常災害 基準第１０３条は、指定短期入所生活介護事業者

に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害 は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避

に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練 難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければ

を行わなければならない。 ならないこととしたものである。なお「非常災害に

関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に

規定する消防計画（これに準ずる計画を含む ）及び。

、 。風水害 地震等の災害に対処するための計画をいう

この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業

務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者

を置くこととされている指定短期入所生活介護事業

所にあってはその者に行わせるものとする。また、

防火管理者を置かなくてもよいこととされている指

定短期入所生活介護事業所においても、防火管理に

ついて責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計

画の樹立等の業務を行わせるものとする。

（衛生管理等）

第１０４条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の (7) 衛生管理等

使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水 基準第１０４条は、指定短期入所生活介護事業所

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措 の必要最低限の衛生管理等について規定したもので

置を講じなければならない。 あるが、このほか、次の点に留意するものとする。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所 ① 指定短期入所生活介護事業者は、食中毒及び感

生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延 染症の発生を防止するための措置等について、必

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければな 要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、

らない。 密接な連携を保つこと。

② 空調設備等により施設内の適温の確保に努める

こと。
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第六節 一部小規模生活単位型指定短期入所生活 ５ 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事業

介護の事業の基本方針並びに設備及び運営に関する基準 (1) 第六節の趣旨

平成１５年４月１日に現に存する指定短期入所生

第一款 この節の趣旨及び基本方針 活介護事業所（建築中のものを含む ）が、その建物。

を同日以降に改修、改築又は増築して事業所の一部

、 、 、（この節の趣旨） にユニットを造り ユニットケアを行う場合 また

第140条の14 第一節、第三節及び第四節の規定にかかわ 同日において現に存する指定短期入所生活介護事業

らず、一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事 所（建築中のものを含む ）が同日において現に有し。

業（指定短期入所生活介護の事業であって、その一部に ている（建築中のものを含む ）ユニットで事業所の。

おいてユニットごとに利用者の日常生活が営まれ、これ 一部においてユニットケアを行う場合は、これを一

に対する支援が行われるものをいう。以下同じ ）の基 部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所と。

本方針並びに設備及び運営に関する基準については、こ し、その基本方針並びに設備及び運営に関する基準

の節に定めるところによる。 については、第一節、第三節及び第四節ではなく、

第六節に定めるところによるものである。なお、人

員に関する基準については、第二節に定めるところ

によるので、留意すること。

（基本方針） (2) 基本方針

第140条の15 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介 基準第１４０条の１５は、一部小規模生活単位型

護の事業の基本方針は、ユニットごとに利用者の日常生 指定短期入所生活介護の事業の基本方針は、ユニッ

活が営まれ これに対する支援が行われる部分 以下 ユ ト部分にあっては小規模生活単位型指定短期入所生、 （ 「

。 （ ） 、ニット部分」という ）にあっては第１４０条の３に、 活介護の事業の基本方針 基準第１４０条の３ に

それ以外の部分にあっては第１２０条に定めるところに また、それ以外の部分にあっては指定短期入所生活

よる。 介護の事業の基本方針（基準第１２０条）に定める

ところによることを規定したものである。

、 、 、※１２０条準用 これを受けて 設備及び備品等 利用料等の受領

（基本方針） 指定短期入所生活介護の取扱方針、介護、食事、そ

第120条 指定居宅サービスに該当する短期入所生活介護 の他のサービスの提供及び定員の遵守について、基

（以下「指定短期入所生活介護」という ）の事業は、 準第１４０条の１６から１４０条の２２まで及び第。

要介護状態等となった場合においても、その利用者が可 １４０条の２４に、ユニット部分の基準とそれ以外

能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立 の部分の基準を規定している。

した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を

行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用

者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでな

ければならない。

※１４０条の３準用

（基本方針）

第140条の3 小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事

業は、利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前

の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとな

るよう配慮しながら、各ユニットにおいて利用者が相互

に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支

援することにより、利用者の心身の機能の維持並びに利

用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもので

なければならない。
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第二款 設備に関する基準

（設備及び備品等）

第140条の16 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介

護の事業を行う者（以下「一部小規模生活単位型指定短

期入所生活介護事業者」という ）が当該事業を行う事。

業所（以下「一部小規模生活単位型指定短期入所生活介

護事業所」という ）の設備及び備品等は、ユニット部。

分にあっては第１４０条の４に、それ以外の部分にあっ

ては第１２４条に定めるところによる。ただし、浴室、

医務室、調理室、洗濯室又は洗濯場、汚物処理室及び介

護材料室については、利用者へのサービスの提供に支障

がないときは、それぞれ一の設備をもって、ユニット部

分及びそれ以外の部分に共通の設備とすることができ

る。

２ 設備に関する基準（基準第１２３条及び第１２４条）※第１２４条準用

（設備及び備品等） (1) 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が

、 、第124条 指定短期入所生活介護事業所の建物（利用者の 身体的 精神的に障害を有する者であることに鑑み

日常生活のために使用しない附属の建物を除く ）は、 利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を。

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第９号 除き耐火建築物としなければならない。ただし、利

の２に規定する耐火建築物でなければならない ただし 用者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、。 、

利用者の日常生活に充てられる場所を２階以上の階及び 浴室及び機能訓練室を２階以上の階及び地階のいず

地階のいずれにも設けていない場合にあっては、同条第 れにも設けていない建物については、準耐火建築物

９号の３に規定する準耐火建築物とすることができる。 とすることができる。

２ 指定短期入所生活介護事業所には、次の各号に掲げる (2) 指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定

設備を設けるとともに、指定短期入所生活介護を提供す 短期入所生活介護の運営上及びサービス提供上当然

るために必要なその他の設備及び備品等を備えなければ 設けなければならないものであるが、同一敷地内に

、ならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用す 他の社会福祉施設が設置されている場合等であって

ることにより、当該社会福祉施設等及び当該指定短期入 当該施設の設備を利用することにより指定短期入所

所生活介護事業所の効率的運営が可能であり、当該社会 生活介護事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当

福祉施設等の入所者等及び当該指定短期入所生活介護事 該指定短期入所生活介護事業所の利用者及び当該施

業所の利用者の処遇に支障がない場合は、居室、便所、 設の入所者のサービス提供に支障がない場合には、

洗面設備、静養室、介護職員室及び看護職員室を除き、 利用者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等

、 。これらの設備を設けないことができる。 の設備について その一部を設けないことができる

一 居室 なお、指定短期入所生活介護事業者が利用する他の

二 食堂 施設の当該設備については、本基準に適合するもの

三 機能訓練室 でなければならない。

四 浴室 (3) 便所等面積又は数の定めのない設備については、

五 便所 それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当

六 洗面設備 な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

、七 医務室 (4) 指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は

八 静養室 利用者の身体的、精神的特性及び非常災害時におけ

九 面談室 る迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたも

。 、「 」 、 、十 介護職員室 のである なお 中廊下 とは 廊下の両側に居室

十一 看護職員室 静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のあ

十二 調理室 る廊下をいう。
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、十三 洗濯室又は洗濯場 (5) 指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路は

十四 汚物処理室 利用者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災

十五 介護材料室 害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜は

３ 併設事業所の場合にあっては、前項の規定にかかわら ゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料

ず、当該併設事業所及び当該併設事業所を併設する特別 で仕上げるものとする。

養護老人ホーム等 以下この章において 併設本体施設 (6) 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、（ 「 」

という ）の効率的運営が可能であり、かつ、当該併設 食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び。

事業所の利用者及び当該併設本体施設の入所者又は入院 防鼠の設備を設けるものとする。

患者の処遇に支障がないときは、当該併設本体施設の前 (7) 汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペ

項各号に掲げる設備（居室を除く ）を指定短期入所生 ースを有すれば足りるものである。。

活介護の事業の用に供することができるものとする。 (8) 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を

４ 第１２１条第２項の規定の適用を受ける特別養護老人 設ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室か

ホームの場合にあっては、第２項の規定にかかわらず、 ら相当の距離を隔てて設けるものとする。

老人福祉法に規定する特別養護老人ホームとして必要と (9) 経過措置（基準附則第３条）

される設備を有することで足りるものとする。 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業

５ 第２項各号に掲げる設備の基準は 次のとおりとする を行っている施設又は老人短期入所施設（基本的な、 。

一 居室 設備が完成されているものを含み、この省令の施行

イ 一の居室の定員は、４人以下とすること。 の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除

ロ 利用者１人当たりの床面積は、１０.６５平方メ く。)については、設備基準のうち１の居室の定員に

ートル以上とすること。 関する基準（４人以下 、利用者一人当たりの床面積）

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に に関する基準（１０.６５平方メートル以上 、食堂）

ついて十分考慮すること。 及び機能訓練室の面積に関する基準（３平方メート

二 食堂及び機能訓練室 ルに利用定員を乗じて得た面積以上）並びに構造設

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有 備の基準（廊下の幅の基準、常夜灯の設置、傾斜路

するものとし、その合計した面積は、３平方メート の設置等）を適用しないものである。

ルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の

提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障が

ない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所

とすることができる。

三 浴室 要介護者が入浴するのに適したものとするこ

と。

四 便所 要介護者が使用するのに適したものとするこ

と。

五 洗面設備要介護者が使用するのに適したものとする

こと。

６ 前各項に規定するもののほか、指定短期入所生活介護

事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 廊下の幅は、１.８メートル以上とすること。ただ

し、中廊下の幅は、２.７メートル以上とすること。

、 。二 廊下 便所その他必要な場所に常夜灯を設けること

三 階段の傾斜を緩やかにすること。

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設

けること。

五 居室、機能訓練室、食堂、浴室及び静養室（以下こ

の項において「居室等」という ）が２階以上の階に。
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ある場合は、一以上の傾斜路を設けること。ただし、

エレベーターを設けるときは、この限りでない。

(3) 設備の基準（基準第１４０条の４）※第１４０条の４準用

（設備及び備品等） ① ユニットケアを行うためには、利用者の自律的

第140条の4 小規模生活単位型指定短期入所生活介護の事 な生活を保障する居室（個室）と、少人数の家庭

業を行う者（以下「小規模生活単位型指定短期入所生活 的な雰囲気の中で生活できる共同生活室（居宅で

。 ） 、介護事業者」という ）が当該事業を行う事業所（以下 の居間に相当する部屋 が不可欠であることから

、「小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所」とい 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所は

う ）の建物（利用者の日常生活のために使用しない附 事業所全体を、こうした居室と共同生活室によっ。

属の建物を除く ）は、建築基準法第２条第９号の２に て一体的に構成される場所（ユニット）を単位と。

規定する耐火建築物でなければならない。ただし、利用 して構成し、運営しなければならない。

者の日常生活に充てられる場所を二階以上の階及び地階

のいずれにも設けていない場合にあっては、同条第９号

の３に規定する準耐火建築物とすることができる。

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所には、

次の各号に掲げる設備を設けるとともに、指定短期入所

生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備品

等を備えなければならない。ただし、他の社会福祉施設

等の設備を利用することにより、当該社会福祉施設等及

び当該指定短期入所生活介護事業所の効率的運営が可能

であり、当該社会福祉施設等の入所者等及び当該指定短

期入所生活介護事業所の利用者へのサービスの提供に支

障がない場合は、ユニットを除き、これらの設備を設け

ないことができる。

一 ユニット ② 基準第１４０条の４第２項第１号に掲げている

二 浴室 「ユニット」は、居室及び共同生活室のほか、洗

三 医務室 面設備及び便所を含むものである。

四 調理室 ③ 利用者が、自室のあるユニットを超えて広がり

五 洗濯室又は洗濯場 のある日常生活を楽しむことができるよう、他の

六 汚物処理室 ユニット利用者と交流したり、多数の利用者が集

七 介護材料室 まったりすることのできる場所を設けることが望

３ 特別養護老人ホーム等に併設される小規模生活単位型 ましい。

指定短期入所生活介護事業所であって、当該特別養護老

人ホーム等と一体的に運営が行われるもの（以下「併設

小規模生活単位型事業所」という ）にあっては、前項。

の規定にかかわらず、当該併設小規模生活単位型事業所

及び当該併設小規模生活単位型事業所を併設する特別養

護老人ホーム等（以下この節において「小規模生活単位

型事業所併設本体施設」という ）の効率的運営が可能。

であり、かつ、当該併設小規模生活単位型事業所の利用

者及び当該小規模生活単位型事業所併設本体施設の入所

者又は入院患者に対するサービスの提供上支障がないと

きは、当該小規模生活単位型事業所併設本体施設の前項

各号に掲げる設備（ユニットを除く ）を小規模生活単。

位型指定短期入所生活介護の事業の用に供することがで

きるものとする。
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４ 第１２１条第２項の規定の適用を受ける小規模生活単

位型特別養護老人ホーム（特別養護老人ホームの設備及

び運営に関する基準 （平成１１年厚生省令第４６号）

第３２条に規定する小規模生活単位型特別養護老人ホー

ムをいう。以下同じ ）の場合にあっては、第２項の規。

定にかかわらず、小規模生活単位型特別養護老人ホーム

として必要とされる設備を有することで足りるものとす

る。

、 。５ 第２項各号に掲げる設備の基準は 次のとおりとする

一 ユニット ④ ユニット（第５項第１号）

イ 居室 ユニットは、居宅に近い居住環境の下で、居宅

(1) 一の居室の定員は、１人とすること。ただし、 における生活に近い日常の中でケアを行うという

利用者への指定短期入所生活介護の提供上必要と ユニットケアの特徴を踏まえたものでなければな

認められる場合は、２人とすることができる。 らない。

(2) 居室は いずれかのユニットに属するものとし ⑤ 居室（第１号イ）、 、

当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設 イ 上記①のとおりユニットケアには個室が不可

けること。ただし、一のユニットの利用定員は、 欠なことから、居室の定員は一人とする。ただ

おおむね１０人以下としなければならない。 し、夫婦で居室を利用する場合などサービスの

(3) 利用者一人当たりの床面積は、１０.６５平方 提供上必要と認められる場合は、２人部屋とす

メートル以上とすること。 ることができる。

(4) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等 ロ 居室は、いずれかのユニットに属するものと

について十分考慮すること。 し、当該ユニットの共同生活室に近接して一体

的に設けなければならない。

この場合 「当該ユニットの共同生活室に近接、

して一体的に設け」られる居室とは、次の三つ

をいう。

ａ 当該共同生活室に近接している居室

ｂ 当該共同生活室に近接してはいないが、ａ

の居室と隣接している居室

ｃ その他当該共同生活室に近接して一体的に

設けられている居室（他の共同生活室のａ及

びｂに該当する居室を除く ）。

ハ ユニットの利用定員

小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業

所は、各ユニットにおいて利用者が相互に社会

的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを

支援するものであることから、一のユニット利

、 。用定員は １０人以下とすることを原則とする

ただし、敷地や建物の構造上の制約など特別

の事情によりやむを得ない場合であって、各ユ

ニットにおいて利用者が相互に社会的関係を築

き、自律的な日常生活を支援するのに支障がな

いと認められる場合には、利用定員が１０人を

超えるユニットも認められる。なお、この場合

にあっても、次の二つの要件を満たさなければ

ならない。

ａ 利用定員が１０人を超えるユニットにあっ
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ては 「おおむね１０人」と言える範囲内の利、

用定員であること。

、ｂ 利用定員が１０人を超えるユニットの数は

当該事業所の総ユニット数の半数以下である

こと。

ニ ユニットの利用定員に関する既存事業所の特

例

平成１５年４月１日に現に存する指定短期入

所生活介護事業所（建築中のものを含む ）が、。

その建物を同日以降に改修してユニットを造る

場合にあっては、事業所を新増築したり、改築

したりする場合に比べて、現にある建物の構造

や敷地などの面で、より大きな制約が想定され

ることから、上記ハのｂの要件は適用しない。

また、平成１５年４月１日に現に存する指定

（ 。）短期入所生活介護事業所 建築中のものを含む

が同日において現にユニットを有している（建

築中のものを含む ）場合は、当該ユニットにつ。

いては、上記ハは適用しない。ただし、当該ユ

ニットが改築されたときは、この限りでない。

ロ 共同生活室 ⑥ 共同生活室（第１号ロ）

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するも イ 共同生活室は、いずれかのユニットに属する

のとし、当該ユニットの利用者が交流し、共同で ものとし、当該ユニットの利用者が交流し、共

日常生活を営むための場所としてふさわしい形状 同で日常生活を営むための場所としてふさわし

を有すること。 い形状を有するものでなければならない。この

、 。（2) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに ためには 次の２つの要件を満たす必要がある

当該共同生活室が属するユニットの利用定員を乗 ａ 他のユニットの利用者が、当該共同生活室

じて得た面積以上を標準とすること。 を通過することなく、事業所内の他の場所に

。(3) 必要な設備及び備品を備えること。 移動することができるようになっていること

ｂ 当該ユニットの利用者全員とその介護等を

行う従業者が一度に食事をしたり、談話を楽

、しんだりすることが可能な備品を備えた上で

当該共同生活室内を車椅子が支障なく通過で

きる形状が確保されていること。

ロ 共同生活室には、要介護者が食事をしたり、

談話を楽しんだりするのに適したテーブル、椅

子等の備品を備えておかなければならない。

また、利用者が、その心身の状況に応じて家

事を行うことができるようにする観点から、簡

易な流し、調理設備を設けることが望ましい。

ハ 洗面設備 ⑦ 洗面設備（第１号ハ）

、 。(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適 洗面設備は 居室ごとに設けることが望ましい

当数設けること。 ただし、共同生活室ごとに適当数設けることと

(2) 要介護者が使用するのに適したものとするこ しても差し支えない。この場合にあっては、共同

と。 生活室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、
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２ヶ所以上に分散して設けることが望ましい。な

お、居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに

設ける方式とを混在させても差し支えない。

ニ 便所 ⑧ 便所（第１号ニ）

(1) 居室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適 便所は、居室ごとに設けることが望ましい。た

当数設けること。 だし、共同生活室ごとに適当数設けることとして

(2) 要介護者が使用するのに適したものとするこ も差し支えない。この場合にあっては、共同生活

と。 室内の１ヶ所に集中して設けるのではなく、２ヶ

所以上に分散して設けることが望ましい。なお、

居室ごとに設ける方式と、共同生活室ごとに設け

る方式とを混在させても差し支えない。

二 浴室 ⑨ 浴室（第２号）

要介護者が入浴するのに適したものとすること。 浴室は、居室のある階ごとに設けることが望ま

しい。

６ 前各項に規定するもののほか、小規模生活単位型指定

短期入所生活介護事業所の構造設備の基準は、次のとお

りとする。

一 廊下の幅は、１.８メートル以上とすること。ただ ⑩ 廊下（第６項第１号）

し、中廊下の幅は、２.７メートル以上とすること。 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所

なお 廊下の一部の幅を拡張することにより 利用者 にあっては、多数の利用者や従業者が日常的に一、 、 、

従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる 度に移動することはないことから、廊下の幅の一

場合には、１.５メートル以上（中廊下にあっては、 律の規制を緩和する。

１.８メートル以上）として差し支えない。 ここでいう「廊下の一部の幅を拡張することに

二 廊下、共同生活室、便所その他必要な場所に常夜灯 より、利用者、従業者等の円滑な往来に支障が生

を設けること。 じないと認められる場合」とは、アルコーブを設

三 階段の傾斜を緩やかにすること。 けることなどにより、利用者、従業者等がすれ違

四 消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設 う際にも支障が生じない場合を想定している。

けること。 このほか、小規模生活単位型指定短期入所生活

五 ユニット又は浴室が２階以上の階にある場合は、一 介護事業所の廊下の幅については、第１０の２の

以上の傾斜路を設けること。ただし、エレベーターを (4)を準用する。この場合において、第１０の２の

設けるときは、この限りでない。 (4)中「静養室」とあるのは「共同生活室」と読み

替えるものとする。

※第１０の２の(4)準用

、(4) 指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は

利用者の身体的、精神的特性及び非常災害時におけ

る迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたも

。 、「 」 、 、のである なお 中廊下 とは 廊下の両側に居室

共同生活室等利用者の日常生活に直接使用する設備

のある廊下をいう。

⑪ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所

の設備については、上記の①から⑩までによるほ
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か、第１０の２の規定((4)及び(9)を除く ）を準。

用する この場合において 第１０の２の(1)中 静。 、 「

養室 食堂 浴室及び機能訓練室 とあるのは 共、 、 」 、「

同生活室及び浴室」と、同(8)中「静養室、食堂」

とあるのは「共同生活室」と読み替えるものとす

る。

第１０の２((4)及び(9)を除く ）準用※ 。

(1) 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が

、 、身体的 精神的に障害を有する者であることに鑑み

利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除き耐火建築物としなければならない。ただし、利

用者の日常生活に充てられる居室、共同生活室及び

浴室を２階以上の階及び地階のいずれにも設けてい

ない建物については、準耐火建築物とすることがで

きる。

(2) 指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定

短期入所生活介護の運営上及びサービス提供上当然

設けなければならないものであるが、同一敷地内に

、他の社会福祉施設が設置されている場合等であって

当該施設の設備を利用することにより指定短期入所

生活介護事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当

該指定短期入所生活介護事業所の利用者及び当該施

設の入所者のサービス提供に支障がない場合には、

利用者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等

、 。の設備について その一部を設けないことができる

なお、指定短期入所生活介護事業者が利用する他の

施設の当該設備については、本基準に適合するもの

でなければならない。

(3) 便所等面積又は数の定めのない設備については、

それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当

な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

、(5) 指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路は

利用者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災

害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜は

ゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料

で仕上げるものとする。

(6) 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、

食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び

防鼠の設備を設けるものとする。

(7) 汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペ

ースを有すれば足りるものである。

(8) 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を

設ける場合には、居室、共同生活室及び調理室から

相当の距離を隔てて設けるものとする。
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（準用） ２ 設備に関する基準（基準第１２３条及び第１２４条）

第140条の17 第123条の規定は、一部小規模生活単位型指 (1) 指定短期入所生活介護事業所の建物は、利用者が

、 、定短期入所生活介護事業所について準用する。 身体的 精神的に障害を有する者であることに鑑み

利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を

除き耐火建築物としなければならない。ただし、利※１２３条準用

（利用定員等） 用者の日常生活に充てられる居室、静養室、食堂、

第123条 指定短期入所生活介護事業所は、その利用定員 浴室及び機能訓練室を２階以上の階及び地階のいず

を２０人以上とし、指定短期入所生活介護の事業の専用 れにも設けていない建物については、準耐火建築物

の居室を設けるものとする。ただし、第１２１条第２項 とすることができる。

の適用を受ける特別養護老人ホームの場合にあっては、 (2) 指定短期入所生活介護事業所の設備は、当該指定

この限りでない。 短期入所生活介護の運営上及びサービス提供上当然

２ 併設事業所の場合にあっては、前項本文の規定にかか 設けなければならないものであるが、同一敷地内に

、 。 、わらず その利用定員を２０人未満とすることができる 他の社会福祉施設が設置されている場合等であって

当該施設の設備を利用することにより指定短期入所

生活介護事業所の効果的な運営が図られ、かつ、当

該指定短期入所生活介護事業所の利用者及び当該施

設の入所者のサービス提供に支障がない場合には、

利用者が日常継続的に使用する設備以外の調理室等

、 。の設備について その一部を設けないことができる

なお、指定短期入所生活介護事業者が利用する他の

施設の当該設備については、本基準に適合するもの

でなければならない。

(3) 便所等面積又は数の定めのない設備については、

それぞれの設備の持つ機能を十分に発揮し得る適当

な広さ又は数を確保するよう配慮するものとする。

、(4) 指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は

利用者の身体的、精神的特性及び非常災害時におけ

る迅速な避難、救出の確保を考慮して定められたも

。 、「 」 、 、のである なお 中廊下 とは 廊下の両側に居室

静養室等利用者の日常生活に直接使用する設備のあ

る廊下をいう。

、(5) 指定短期入所生活介護事業所に設置する傾斜路は

利用者の歩行及び輸送車、車椅子等の昇降並びに災

害発生時の避難、救出に支障がないようその傾斜は

ゆるやかにし、表面は、粗面又はすべりにくい材料

で仕上げるものとする。

(6) 調理室には、食器、調理器具等を消毒する設備、

食器、食品等を清潔に保管する設備並びに防虫及び

防鼠の設備を設けるものとする。

(7) 汚物処理室は、他の設備と区別された一定のスペ

ースを有すれば足りるものである。

(8) 焼却炉、浄化槽その他の汚物処理設備及び便槽を

設ける場合には、居室、静養室、食堂及び調理室か

ら相当の距離を隔てて設けるものとする。

(9) 経過措置（基準附則第３条）

この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業

を行っている施設又は老人短期入所施設（基本的な
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設備が完成されているものを含み、この省令の施行

の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除

く。)については、設備基準のうち１の居室の定員に

関する基準（４人以下 、利用者一人当たりの床面積）

に関する基準（１０.６５平方メートル以上 、食堂）

及び機能訓練室の面積に関する基準（３平方メート

ルに利用定員を乗じて得た面積以上）並びに構造設

備の基準（廊下の幅の基準、常夜灯の設置、傾斜路

の設置等）を適用しないものである

第三款 運営に関する基準

（利用料等の受領） (3) 利用料等の受領

第140条の18 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介 ① 基準第１２７条第１項、第２項及び第４項の規

護事業者の利用料等の受領は、ユニット部分にあっては 定は、指定訪問介護に係る第２０条第１項、第２

第１４０条の６に、それ以外の部分にあっては第１２７ 項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第３の

条に定めるところによる。 ３の(10)の①、②及び④を参照されたい。

※１２７条準用 ※第３の３(10)①、②、④準用

（利用料等の受領） (10) 利用料等の受領

第127条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領 ① 基準第１２７条第１項は、指定短期入所生活介

サービスに該当する指定短期入所生活介護を提供した際 護事業者は、法定代理受領サービスとして提供さ

には、その利用者から利用料の一部として、当該指定短 れる指定短期入所生活介護についての利用者負担

期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は として、居宅介護サービス費用基準額又は居宅支

居宅支援サービス費用基準額から当該指定短期入所生活 援サービス費用基準額の１割（法第５０条若しく

介護事業者に支払われる居宅介護サービス費又は居宅支 は第６０条又は第６９条第３項の規定の適用によ

援サービス費の額を控除して得た額の支払を受けるもの り保険給付の率が９割でない場合については、そ

とする。 れに応じた割合）の支払を受けなければならない

２ 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受領サービ ことを規定したものである。

スに該当しない指定短期入所生活介護を提供した際にそ ② 同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保

の利用者から支払を受ける利用料の額と、指定短期入所 護の観点から、法定代理受領サービスでない指定

生活介護に係る居宅介護サービス費用基準額又は居宅支 短期入所生活介護を提供した際に、その利用者か

援サービス費用基準額との間に、不合理な差額が生じな ら支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サー

いようにしなければならない。 ビスである指定短期入所生活介護に係る費用の額

３ 指定短期入所生活介護事業者は、前２項の支払を受け の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による

る額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者 不合理な差額を設けてはならないこととしたもの

から受けることができる。 である。

一 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が選定す なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定

る特別な居室（国若しくは地方公共団体の負担若しく 短期入所生活介護のサービスと明確に区分される

は補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買 サービスについては、次のような方法により別の

収され、又は改造されたものを除く ）の提供を行っ 料金設定をして差し支えない。。

たことに伴い必要となる費用 イ 利用者に、当該事業が指定短期入所生活介護

二 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合 の事業とは別事業であり、当該サービスが介護

を除く ） 保険給付の対象とならないサービスであること。

三 食材料費 を説明し、理解を得ること。

四 理美容代 ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指

五 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護 定短期入所生活介護事業所の運営規程とは別に



- 59 -

において提供される便宜のうち、日常生活においても 定められていること。

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者 ハ 会計が指定短期入所生活介護の事業の会計と

に負担させることが適当と認められるもの 区分されていること。

、 、４ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の費用の額に係 ④ 同条第４項は 指定短期入所生活介護事業者は

るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者又 前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あら

はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用につい かじめ、利用者又はその家族に対してその額等に

て説明を行い、利用者の同意を得なければならない。 関して説明を行い、利用者の同意を得なければな

らないこととしたものである。

② 基準第１２７条第３項は、指定短期入所生活介

護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に関し

て、

イ 厚生労働大臣の定める基準に基づき利用者が

選定する特別な居室（国若しくは地方公共団体

の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを

受けて建築され、買収され、又は改造されたも

のを除く。)の提供を行ったことに伴い必要とな

る費用

ロ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定め

る場合を除く。)

ハ 食材料費

ニ 理美容代

ホ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生

活介護において提供される便宜のうち、日常生

活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担させることが適当と

認められるもの

については、前２項の利用料のほかに利用者から

支払を受けることができることとし、保険給付の

対象となっているサービスと明確に区分されない

あいまいな名目による費用の支払を受けることは

認めないこととしたものである。なお、ホの費用

の具体的な範囲については、別に通知するところ

によるものである。

※１４０条の６準用

（利用料等の受領） (4) 利用料等の受領（基準第１４０条の６）

第140条の6 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業 ① 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者

者は、法定代理受領サービスに該当する指定短期入所生 は、利用者から、ユニットの提供を行うことに伴

活介護を提供した際には、その利用者から利用料の一部 い必要となる費用の額の支払を受けることができ

として、当該指定短期入所生活介護に係る居宅介護サー るが、この取扱いについては 「小規模生活単位型、

ビス費用基準額又は居宅支援サービス費用基準額から当 指定介護老人福祉施設の居住費について （平成１」

該小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者に支払 ５年３月１７日老計発第０３１７００２号、老振

われる居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の額 発第０３１７００３号、老健発第０３１７００３

を控除して得た額の支払を受けるものとする。 号厚生労働省老健局計画課長、振興課長、老人保

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、法 険課長通知）を参照すること。

定代理受領サービスに該当しない指定短期入所生活介護 ② 第１０の３の(3)（②のイを除く ）は、小規模。

を提供した際にその利用者から支払を受ける利用料の額 生活単位型指定短期入所生活介護事業者について



- 60 -

と、指定短期入所生活介護に係る居宅介護サービス費用 準用する。この場合において、第１０の３の(3)の

「 、 」基準額又は居宅支援サービス費用基準額との間に、不合 ①中 基準第１２７条第１項 第２項及び第４項

理な差額が生じないようにしなければならない。 とあるのは「基準第１４０条の６第１項、第２項

３ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前 及び第４項」と、同②中「基準１２７条第３項」

２項の支払を受ける額のほか、次に掲げる費用の額の支 とあるのは「基準第１４０条の６第３項」と読み

払を受けることができる。 替えるものとする。

一 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定める場合

※第１０の３の(3)（②のイを除く ）準用を除く ）。 。

二 ユニットの提供を行うことに伴い必要となる費用 (3) 利用料等の受領

三 食材料費 ① 基準第１４０条の６第１項、第２項及び第４項

四 理美容代 の規定は、指定訪問介護に係る第２０条第１項、

五 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生活介護 第２項及び第４項の規定と同趣旨であるため、第

において提供される便宜のうち、日常生活においても ３の３の(10)の①、②及び④を参照されたい。

通常必要となるものに係る費用であって、その利用者 ② 基準第１４０条の６第３項は、指定短期入所生

に負担させることが適当と認められるもの 活介護事業者は、指定短期入所生活介護の提供に

４ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前 関して、

項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あら ロ 送迎に要する費用（厚生労働大臣が別に定め

かじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内 る場合を除く。)

容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得なけ ハ 食材料費

ればならない。 ニ 理美容代

ホ 前各号に掲げるもののほか、指定短期入所生

活介護において提供される便宜のうち、日常生

活においても通常必要となるものに係る費用で

あって、その利用者に負担させることが適当と

認められるもの

については、前２項の利用料のほかに利用者から

支払を受けることができることとし、保険給付の

対象となっているサービスと明確に区分されない

あいまいな名目による費用の支払を受けることは

認めないこととしたものである。なお、ホの費用

の具体的な範囲については、別に通知するところ

によるものである。

※第３の３(10)①、②、④準用

(10) 利用料等の受領

① 基準第１４０条の６第１項は、指定短期入所生

活介護事業者は、法定代理受領サービスとして提

供される指定短期入所生活介護についての利用者

負担として、居宅介護サービス費用基準額又は居

宅支援サービス費用基準額の１割（法第５０条若

しくは第６０条又は第６９条第３項の規定の適用

、により保険給付の率が９割でない場合については

それに応じた割合）の支払を受けなければならな

いことを規定したものである。

② 同条第２項は、利用者間の公平及び利用者の保

護の観点から、法定代理受領サービスでない指定

短期入所生活介護を提供した際に、その利用者か
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ら支払を受ける利用料の額と、法定代理受領サー

ビスである指定短期入所生活介護に係る費用の額

の間に、一方の管理経費の他方への転嫁等による

不合理な差額を設けてはならないこととしたもの

である。

なお、そもそも介護保険給付の対象となる指定

短期入所生活介護のサービスと明確に区分される

サービスについては、次のような方法により別の

料金設定をして差し支えない。

イ 利用者に、当該事業が指定短期入所生活介護

の事業とは別事業であり、当該サービスが介護

保険給付の対象とならないサービスであること

を説明し、理解を得ること。

ロ 当該事業の目的、運営方針、利用料等が、指

定短期入所生活介護事業所の運営規程とは別に

定められていること。

ハ 会計が指定短期入所生活介護の事業の会計と

区分されていること。

、 、④ 同条第４項は 指定短期入所生活介護事業者は

前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あら

かじめ、利用者又はその家族に対してその額等に

関して説明を行い、利用者の同意を得なければな

らないこととしたものである。

（指定短期入所生活介護の取扱方針） (4) 指定短期入所生活介護の取扱方針

第140条の19 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介

護事業者の指定短期入所生活介護の取扱方針は、ユニッ

ト部分にあっては第１４０条の７に、それ以外の部分に

あっては第１２８条に定めるところによる。

※１２８条準用

（指定短期入所生活介護の取扱方針）

第128条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の要介

護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、痴呆の状況

等利用者の心身の状況を踏まえて、日常生活に必要な援

助を妥当適切に行わなければならない。

「 」２ 指定短期入所生活介護は、相当期間以上にわたり継続 ① 基準第１２８条第２項で定める 相当期間以上

して入所する利用者については、次条第１項に規定する とは、概ね４日以上連続して利用する場合を指す

短期入所生活介護計画に基づき、漫然かつ画一的なもの こととするが、４日未満の利用者にあっても、利

とならないよう配慮して行われなければならない。 用者を担当する居宅介護支援事業者等と連携をと

ること等により、利用者の心身の状況等を踏まえ

て、他の短期入所生活介護計画を作成した利用者

に準じて、必要な介護及び機能訓練等の援助を行

うものとする。

３ 短期入所生活介護従業者は、指定短期入所生活介護の ② 基準第１２８条第３項で定めるサービス提供方

提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその 法等とは、短期入所生活介護計画の目標及び内容
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。家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しや や利用期間内の行事及び日課等も含むものである

すいように説明を行わなければならない。

４ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介 ③ 同条第４項及び第６項は、当該利用者又は他の

護の提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等の 利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除 を得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはな

き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以 らず、緊急やむを得ない場合に身体的拘束等を行

下「身体的拘束等」という ）を行ってはならない。 う場合にあっても、その態様及び時間、その際の。

５ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の身体的拘束等 入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由

。を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の を記録しなければならないこととしたものである

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなけれ なお、基準第１３９条の２第２項の規定に基づ

、 、 。ばならない。 き 当該記録は ２年間保存しなければならない

６ 指定短期入所生活介護事業者は、自らその提供する指

定短期入所生活介護の質の評価を行い、常にその改善を

図らなければならない。

※１４０条の７準用

（指定短期入所生活介護の取扱方針） (5) 指定短期入所生活介護の取扱方針

第140条の7 指定短期入所生活介護は、利用者が、その有 ① 基準第１４０条の７第１項は、第１４０条の３

する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿っ 第１項の基本方針を受けて、利用者へのサービス

て自律的な日常生活を営むことができるようにするた の提供は、利用者が自律的な日常生活を営むこと

め、利用者の日常生活上の活動について必要な援助を行 できるよう支援するものとして行わなければなら

うことにより、利用者の日常生活を支援するものとして ないことを規定したものである。

行われなければならない。 利用者へのサービスの提供に当たっては、利用

前の居宅における生活と利用中の生活が連続した

ものとなるよう配慮することが必要であり、この

、 、 、ため従業者は 一人一人の利用者について 個性

心身の状況、利用に至るまでの生活歴とその中で

培われてきた生活様式や生活習慣を具体的に把握

した上で、その日常生活上の活動を適切に援助し

なければならない。

なお、こうしたことから明らかなように、利用

者の意向に関わりなく集団で行うゲームや、日常

生活動作にない動作を通じた機能訓練など、家庭

の中では通常行われないことを行うのは、サービ

スとして適当でない。

２ 指定短期入所生活介護は、各ユニットにおいて利用者 ② 基準第１４０条の７第２項は、第１４０条の３

がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう 第１項の基本方針を受けて、利用者へのサービス

配慮して行われなければならない。 の提供は、利用者がユニットにおいて相互に社会

３ 指定短期入所生活介護は、利用者のプライバシーの確 的関係を築くことができるよう、それぞれ役割を

保に配慮して行われなければならない。 持って生活を営めるように配慮して行われなけれ

４ 指定短期入所生活介護は、利用者の自立した生活を支 ばならないことを規定したものである。

援することを基本として、利用者の要介護状態の軽減又 このため従業者は、利用者相互の信頼関係が醸

は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常 成されるよう配慮することが必要であるが、同時

に把握しながら、適切に行われなければならない。 に、利用者が他の利用者の生活に過度に干渉し、

５ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所の従業 自律的な生活を損なうことのないようにすること

者は、指定短期入所生活介護の提供に当たって、利用者 にも配慮が必要である。
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又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、

理解しやすいように説明を行わなければならない。

６ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、指

定短期入所生活介護の提供に当たっては、当該利用者又

は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむ

、 。を得ない場合を除き 身体的拘束等を行ってはならない

７ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前

項の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理

由を記録しなければならない。

８ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、自

らその提供する指定短期入所生活介護の質の評価を行

い、常にその改善を図らなければならない。

（介護） (6) 介護

第140条の20 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介 ① 基準第１３０条で定める介護サービスの提供に

護事業者の介護は、ユニット部分にあっては第１４０条 当たっては、利用者の人格に十分配慮し、在宅生

の８に、それ以外の部分にあっては第１３０条に定める 活へ復帰することを念頭において行うことが基本

ところによる。 であり、そのためには、利用者の家庭環境等を十

分踏まえて、自立している機能の低下が起きない

ようにするとともに残存機能の維持向上が図られ※１３０条準用

（介護） るよう、適切な技術をもって介護サービスを提供

第130条 介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の し、又は必要な支援を行うものとすること。

自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術

をもって行われなければならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、１週間に２回以上、 ② 入浴は、利用者の心身の状況や自立支援を踏ま

適切な方法により、利用者を入浴させ、又は清しきしな えて、適切な方法により実施するものとする。

ければならない。 なお、入浴の実施に当たっては、事前に健康管

理を行い、入浴することが困難な場合は、清しき

を実施するなど利用者の清潔保持に努めるものと

する。

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身の状況 ③ 排せつの介護は、利用者の心身の状況や排せつ

に応じ、適切な方法により、排せつの自立について必要 状況などを基に、自立支援を踏まえて、トイレ誘

な援助を行わなければならない。 導や排せつ介助等について適切な方法により実施

するものとする。

、４ 指定短期入所生活介護事業者は、おむつを使用せざる ④ 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には

を得ない利用者のおむつを適切に取り替えなければなら その心身及び活動の状況に適したおむつを提供す

ない。 るとともに、おむつ交換は、頻繁に行えばよいと

いうことではなく、利用者の排せつ状況を踏まえ

て実施するものとする。

５ 指定短期入所生活介護事業者は 前各項に定めるほか ⑤ 同条第５項は、短期間の入所ではあるが、生活、 、

利用者に対し、離床、着替え、整容その他日常生活上の にメリハリをつけ、生活面での積極性を向上させ

世話を適切に行わなければならない。 る観点から、一日の生活の流れに沿って、離床、
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着替え、整容など利用者の心身の状況に応じた日

常生活上の世話を適切に行うべきことを定めたも

のである。

６ 指定短期入所生活介護事業者は、常時１人以上の介護 ⑥ 同条第６項の「常時一人以上の介護職員を介護

職員を介護に従事させなければならない。 に従事させ」るとは、夜間を含めて適切な介護を

提供できるように介護職員の勤務体制を定めてお

かなければならないことを規定したものである。

なお、介護サービスの提供に当たっては、提供

、 。内容に応じて 職員体制を適切に組むものとする

、 、７ 指定短期入所生活介護事業者は その利用者に対して

利用者の負担により、当該指定短期入所生活介護事業所

の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。

※１４０条の８準用

（介護） (6) 介護

第140条の8 介護は、各ユニットにおいて利用者が相互に ① 基準第１４０条の８第１項は、介護が、第１４

社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援 ０条の７第１項及び第２項の指定短期入所生活介

するよう、利用者の心身の状況等に応じ、適切な技術を 護の取扱方針を受けた適切な技術をもって行われ

もって行われなければならない。 なければならないことを規定したものである。

自律的な日常生活を営むことを支援するという

点では、利用者の日常生活上の活動への援助が過

剰なものとなることのないよう留意する必要があ

る。

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 ② 基準第１４０条の８第２項の「日常生活におけ

用者の日常生活における家事を、利用者が、その心身の る家事」には、家事の簡単な下準備や配膳、後片

状況等に応じて、それぞれの役割を持って行うよう適切 付け、清掃やゴミ出しなど、多様なものが考えら

に支援しなければならない。 れる。

３ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 ③ 基準第１４０条の８第３項は、入浴が、単に身

用者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営む 体の清潔を維持するだけでなく、利用者が精神的

ことができるよう、適切な方法により、利用者に入浴の に快適な生活を営む上でも重要なものであること

機会を提供しなければならない。ただし、やむを得ない から、こうした観点に照らして「適切な方法によ

場合には、清しきを行うことをもって入浴の機会の提供 り」これを行うこととするとともに、同様の観点

に代えることができる。 から、一律の入浴回数を設けるのではなく、個浴

４ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 の実施など利用者の意向に応じることができるだ

用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、排せつ けの入浴機会を設けなければならないことを規定

の自立について必要な支援を行わなければならない。 したものである。

５ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、お ④ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者

むつを使用せざるを得ない利用者については、排せつの における介護については、上記の①から③までに

自立を図りつつ、そのおむつを適切に取り替えなければ よるほか、第１０の３の(6)の③から⑥までを準用

ならない。 する。この場合において、第１０の３の(6)の⑤中

６ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、前 「同条第５項」とあるのは「第１４０条の８第６

各項に定めるほか、利用者が行う離床、着替え、整容等 項」と、同⑥中「同条第６項」とあるのは「第１

の日常生活上の行為を適切に支援しなければならない。 ４０条の８第７項」と読み替えるものとする。
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７ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、常

※第１０の３の(6)の③から⑥準用時１人以上の介護職員を介護に従事させなければならな

い。 (6) 介護

８ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、そ ③ 排せつの介護は、利用者の心身の状況や排せつ

の利用者に対して、利用者の負担により、当該小規模生 状況などを基に、自立支援を踏まえて、トイレ誘

活単位型指定短期入所生活介護事業所の従業者以外の者 導や排せつ介助等について適切な方法により実施

による介護を受けさせてはならない。 するものとする。

、④ 利用者がおむつを使用せざるを得ない場合には

その心身及び活動の状況に適したおむつを提供す

るとともに、おむつ交換は、頻繁に行えばよいと

いうことではなく、利用者の排せつ状況を踏まえ

て実施するものとする。

⑤ 第１４０条の８第６項は、短期間の入所ではあ

るが、生活にメリハリをつけ、生活面での積極性

を向上させる観点から、一日の生活の流れに沿っ

て、離床、着替え、整容など利用者の心身の状況

に応じた日常生活上の世話を適切に行うべきこと

を定めたものである。

⑥ 第１４０条の８第７項の「常時一人以上の介護

職員を介護に従事させ」るとは、夜間を含めて適

切な介護を提供できるように介護職員の勤務体制

を定めておかなければならないことを規定したも

のである。

なお、介護サービスの提供に当たっては、提供

、 。内容に応じて 職員体制を適切に組むものとする

（食事） (7) 食事

、第140条の21 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介 基準第１３１条に定める食事の提供に当たっては

護事業者の食事は、ユニット部分にあっては第１４０条 次の点に留意して行うものとする。

の９に、それ以外の部分にあっては第１３１条に定める ① 利用者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養

ところによる。 量及び内容とすること。

② 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

うとともに、その実施状況を明らかにしておくこ※１３１条準用

（食事） と。

第131条 指定短期入所生活介護事業者は、栄養並びに利 ③ 病弱者に対する献立については、必要に応じ、

用者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を、適切な時 医師の指導を受けること。

間に提供しなければならない。 ④ 利用者の食事は、適切な衛生管理がなされたも

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者が可能な限り のでなければならないこと。

離床して、食堂で食事を摂ることを支援しなければなら ⑤ 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６

ない。 時以降とすることが望ましいが、早くても午後５

時以降とすること。
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※１４０条の９準用

（食事） (7) 食事

第140条の9 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業

者は、栄養並びに利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し

た食事を提供しなければならない。

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利

用者の心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の

自立について必要な支援を行わなければならない。

３ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 ① 基準第１４０条の９第３項は、第１４０条の７

用者の生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供する 第１項の指定短期入所生活介護の取扱方針を受け

とともに、利用者がその心身の状況に応じてできる限り て、食事は、利用者の生活習慣を尊重した適切な

自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保 時間に提供しなければならないこと。また、事業

しなければならない。 者側の都合で急かしたりすることなく、利用者が

自分のペースで食事を獲ることができるよう十分

な時間を確保しなければならないことを規定した

ものである。

４ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、利 ② 基準第１４０条の９第４項は、第１４０条の３

用者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その の基本方針を受けて、利用者の意思を尊重し、ま

意思を尊重しつつ、利用者が共同生活室で食事を摂るこ た、その心身の状況に配慮した上で、できる限り

とを支援しなければならない。 離床し、共同生活室で食事を摂ることができるよ

う支援しなければならないことを規定したもので

ある。

その際、共同生活室で食事を摂るよう強制する

ことはあってはならないので、十分留意する必要

がある。

③ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所

における食事については、上記の①及び②による

、 。ほか 第１０の３の(7)の①から⑤までを準用する

※第１０の３の(7)の①から⑤準用

(7) 食事

基準第１４０条の９に定める食事の提供に当たっ

ては、次の点に留意して行うものとする。

① 利用者の心身の状況・嗜好に応じて適切な栄養

量及び内容とすること。

② 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行

うとともに、その実施状況を明らかにしておくこ

と。

③ 病弱者に対する献立については、必要に応じ、

医師の指導を受けること。

④ 利用者の食事は、適切な衛生管理がなされたも

のでなければならないこと。

⑤ 食事時間は適切なものとし、夕食時間は午後６

時以降とすることが望ましいが、早くても午後５

時以降とすること。
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（その他のサービスの提供） (11) その他のサービスの提供

、第140条の22 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介 基準第１３５条に定めるレクリエーション行事は

護事業者のその他のサービスの提供は、ユニット部分に (8)の趣旨を踏まえて行うものとする。

※(8)準用あっては第１４０条の１０に、それ以外の部分にあって

は第１３５条に定めるところによる。 (8) 機能訓練

基準第１３２条に定める機能訓練は、利用者の家

庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助け※１３５条準用

（その他のサービスの提供） るため、必要に応じて提供しなければならない。な

第135条 指定短期入所生活介護事業者は、教養娯楽設備 お、日常生活及びレクリエーション、行事の実施等

等を備えるほか、適宜利用者のためのレクリエーション に当たっても、その効果を配慮するものとする。

行事を行わなければならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の家族と

の連携を図るよう努めなければならない。

※１４０条の１０準用

（その他のサービスの提供） (8) その他のサービス提供

第140条の10 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事 ① 基準第１４０条の１０第１項は、第１４０条の

業者は、利用者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に係 ７第１項の指定短期入所生活介護の取扱方針を受

る活動の機会を提供するとともに、利用者が自律的に行 けて、利用者一人一人の嗜好を把握した上で、そ

うこれらの活動を支援しなければならない。 れに応じた趣味、教養又は娯楽に係る活動の機会

２ 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業者は、常 を提供するとともに、同好会やクラブ活動などを

に利用者の家族との連携を図るよう努めなければならな 含め、利用者が自律的に行うこれらの活動を支援

い。 しなければならないことを規定したものである。

② 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業所

の居室は、家族や友人が来訪、宿泊して利用者と

交流するのに適した個室であることから、これら

の者ができる限り気軽に来訪、宿泊することがで

きるよう配慮しなければならない。

（運営規程） (3) 運営規程（基準第１４０条の２３）

第１４０条の２３ 一部小規模生活単位型指定短期入所生 利用定員並びに指定短期入所生活介護の内容及び

活介護事業者は、次に掲げる事業の運営についての重要 利用料その他の費用の額については、ユニット部分

事項に関する規程を定めておかなければならない。 とそれ以外の部分のそれぞれについて明らかにしな

一 事業の目的及び運営の方針 ければならない。

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 ユニット部分の利用定員及びそれ以外の部分の利用

定員（第１２１条第２項の規定の適用を受ける一部小

規模生活単位型特別養護老人ホーム（特別養護老人ホ

ームの設備及び運営に関する基準第４３条に規定する

一部小規模生活単位型特別養護老人ホームをいう。以

下同じ ）である場合を除く ）。 。

四 ユニット部分のユニットの数及びユニットごとの利

用定員（第１２１条第２項の規定の適用を受ける一部

小規模生活単位型特別養護老人ホームである場合を除

く ）。

五 ユニット部分の利用者に対する指定短期入所生活介

護の内容及び利用料その他の費用の額
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六 ユニット部分以外の部分の利用者に対する指定短期

入所生活介護の内容及び利用料その他の費用の額

七 通常の送迎の実施地域

八 サービス利用に当たっての留意事項

九 緊急時等における対応方法

十 非常災害対策

十一 その他運営に関する重要事項

(4) 職員の配置の基準等

、① 基準第１２１条第１項第３号に規定する基準は

ユニット部分とそれ以外の部分のそれぞれで満た

されなければならない。

② 日中にユニット部分の利用者に対するサービス

の提供に当たる介護職員又は看護職員が、その時

間帯においてそれ以外の部分の利用者に対してサ

ービスの提供を行う勤務体制とすることは、望ま

しくない。

(5) 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介護事業

所のユニット部分については４に、また、それ以外

の部分については２及び３までに、それぞれ定める

ところによる。

（定員の遵守）

第140条の24 一部小規模生活単位型指定短期入所生活介

護事業者の定員の遵守は、ユニット部分にあっては第１

４０条の１２に、それ以外の部分にあっては第１３８条

に定めるところによる。

※１３８条準用

（定員の遵守）

第138条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利

用者数以上の利用者に対して同時に指定短期入所生活介

護を行ってはならない。ただし、災害その他のやむを得

ない事情がある場合は、この限りでない。

一 第１２１条第２項の適用を受ける特別養護老人ホー

ムである指定短期入所生活介護事業所にあっては、当

該特別養護老人ホームの入所定員及び居室の定員を超

えることとなる利用者数

二 前号に該当しない指定短期入所生活介護事業所にあ

っては、利用定員及び居室の定員を超えることとなる

利用者数

※１４０条の１２準用

（定員の遵守）

第140条の12 小規模生活単位型指定短期入所生活介護事

業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対して同時
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に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、

災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限り

でない。

一 第１２１条第２項の規定の適用を受ける小規模生活

単位型特別養護老人ホームである小規模生活単位型指

定短期入所生活介護事業所にあっては、当該小規模生

活単位型特別養護老人ホームのユニットごとの入居定

員及び居室の定員を超えることとなる利用者数

二 前号に該当しない小規模生活単位型指定短期入所生

活介護事業所にあっては、ユニットごとの利用定員及

び居室の定員を超えることとなる利用者数

（準用）

第140条の25 第１２５条、第１２６条、第１２９条、第

１３２条から第１３４条まで、第１３６条及び１３９条

から第１４０条までの規定は、一部小規模生活単位型指

定短期入所生活介護の事業に準用する。この場合におい

て、第１２５条第１項中「第１３７条」とあるのは「第

１４０条の２３ と 第１３９条の２第２項第２号中 次」 、 「

条」とあるのは「第１４０条（第１４０条の２５におい

て準用する場合を含む 」と、同項第３号中「第１２。）

８条第５項」とあるのは「第１２８条第５項及び第１４

０条の７第７項」と、同項第４号から第６号までの規定

中「次条」とあるのは「第１４０条（第１４０条の２５

において準用する場合を含む 」と読み替えるものと。）

する。

※準用条文 ※準用条文解釈

（内容及び手続の説明及び同意） (1) 内容及び手続の説明及び同意

第125条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所 基準第１２５条における「サービスの内容及び利

生活介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者 用期間等についての同意」については、書面によっ

又はその家族に対し、第１４０条の２３に規定する運営 て確認することが望ましいものである。

規程の概要、短期入所生活介護従業者の勤務の体制その

他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を記した文書を交付して説明を行い、サービス

の内容及び利用期間等について利用申込者の同意を得な

ければならない。

２ 第８条第２項から第６項までの規定は、前項の規定に

よる文書の交付について準用する。

（指定短期入所生活介護の開始及び終了）

第126条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身

の状況により、若しくはその家族の疾病、冠婚葬祭、出

張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神

的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において

日常生活を営むのに支障がある者を対象に、指定短期入

所生活介護を提供するものとする。
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２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援事業者 (2) 指定短期入所生活介護の開始及び終了

その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者 基準第１２６条第２項は、利用者が指定短期入所

との密接な連携により、指定短期入所生活介護の提供の 生活介護の利用後においても、利用前と同様のサー

開始前から終了後に至るまで利用者が継続的に保健医療 ビスを受けられるよう、指定短期入所生活介護事業

サービス又は福祉サービスを利用できるよう必要な援助 者は、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス

に努めなければならない。 又は福祉サービスを提供する者との密接な連携によ

り、指定短期入所生活介護の提供の開始前から終了

後に至るまで利用者が継続的に保健医療サービス又

は福祉サービスを利用できるよう必要な援助に努め

なければならないこととしたものである。

（短期入所生活介護計画の作成） (5) 短期入所生活介護計画の作成

第129条 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、相当 ① 基準第１２９条で定める短期入所生活介護計画

期間以上にわたり継続して入所することが予定される利 については、介護の提供に係る計画等の作成に関

用者については、利用者の心身の状況、希望及びその置 し経験のある者や、介護の提供について豊富な知

かれている環境を踏まえて、指定短期入所生活介護の提 識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせ

供の開始前から終了後に至るまでの利用者が利用するサ るものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格

ービスの継続性に配慮して、他の短期入所生活介護従業 を有する者がいる場合は、その者に当該計画のと

者と協議の上、サービスの目標、当該目標を達成するた りまとめを行わせることが望ましいものである。

めの具体的なサービスの内容等を記載した短期入所生活 ② 短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画に

介護計画を作成しなければならない。 沿って作成されなければならない。

２ 短期入所生活介護計画は、既に居宅サービス計画が作 なお、短期入所生活介護計画を作成後に居宅サ

成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しな ービス計画が作成された場合は、当該短期入所生

ければならない。 活介護計画が居宅サービス計画に沿ったものであ

３ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生 るか確認し、必要に応じて変更するものとする。

活介護計画の作成に当たっては、その内容について利用 ③ 短期入所生活介護計画は利用者の心身の状況、

者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得なけ 希望及びその置かれている環境を踏まえて作成さ

ればならない。 れなければならないものであり、サービス内容等

４ 指定短期入所生活介護事業所の管理者は、短期入所生 への利用者の意向の反映の機会を保障するため、

活介護計画を作成した際には、当該短期入所生活介護計 指定短期入所生活介護事業者の管理者は、短期入

画を利用者に交付しなければならない。 所生活介護計画の作成に当たっては、その内容等

、を説明した上で利用者の同意を得なければならず

また、当該短期入所生活介護計画を利用者に交付

しなければならない。

なお、交付した短期入所生活介護計画は、基準

第１３９条の２第２項の規定に基づき、２年間保

存しなければならない。

④ 短期入所生活介護計画の作成に当たっては、居

宅サービス計画を考慮しつつ、利用者の希望を十

分勘案し、利用者の日々の介護状況に合わせて作

成するものとする。

（機能訓練） (8) 機能訓練

第132条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の心身 基準第１３２条に定める機能訓練は、利用者の家

の状況等を踏まえ、必要に応じて日常生活を送る上で必 庭環境等を十分に踏まえて、日常生活の自立を助け

要な生活機能の改善又は維持のための機能訓練を行わな るため、必要に応じて提供しなければならない。な

ければならない。 お、日常生活及びレクリエーション、行事の実施等
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に当たっても、その効果を配慮するものとする。

（健康管理） (9) 健康管理

第133条 指定短期入所生活介護事業所の医師及び看護職 ① 基準第１３３条第１項は、健康管理が、医師及

員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健 び看護職員の業務であることを明確にしたもので

康保持のための適切な措置をとらなければならない。 ある。

２ 指定短期入所生活介護事業所の医師は、利用者に対し ② 同条第２項で定める定期健康診断などの状況に

て行った健康管理に関し、その者の健康手帳の所要のペ ついては、その利用者の老人保健法の健康手帳の

。ージに必要な事項を記載しなければならない。ただし、 所要の記入欄に必要な事項を記載するものとする

健康手帳を有しない者については、この限りでない。 これらは、医療を受けた場合や在宅に復帰した後

に指定短期入所生活介護事業所での利用者の健康

管理状況を把握できるようにすることをねらいと

しているものである。

（相談及び援助） (10) 相談及び援助

第134条 指定短期入所生活介護事業者は、常に利用者の 基準第１３４条に定める相談及び援助は、常時必

、心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努 要な相談及び援助を行い得る体制をとることにより

め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じ 積極的に利用者の在宅生活の向上を図ることを趣旨

るとともに、必要な助言その他の援助を行わなければな とするものである。

らない。

（緊急時等の対応） (12) 緊急時等の対応

第136条 短期入所生活介護従業者は、現に指定短期入所 基準第１３６条は、短期入所生活介護従業者が現

生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変 に指定短期入所生活介護の提供を行っているときに

が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師 利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合

又はあらかじめ指定短期入所生活介護事業者が定めた協 は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づ

力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなけれ き速やかに主治医又はあらかじめ当該指定短期入所

ばならない。 生活介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行

う等の必要な措置を講じなければならないこととし

たものであるが、協力医療機関については、次の点

に留意するものとする。

① 協力医療機関は、緊急時等に速やかに対応でき

るよう、指定短期入所生活介護事業所から近距離

にあることが望ましいものであること。

② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協

力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り

決めておくこと。

（地域等との連携） (14) 地域等との連携

第139条 指定短期入所生活介護の事業の運営に当たって 基準第１３９条は、指定短期入所生活介護の事業

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力 が地域に開かれた事業として行われるよう、指定短

を行う等の地域との交流に努めなければならない。 期入所生活介護事業者は、地域の住民やボランティ

ア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流

に努めなければならないこととしたものである。
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（記録の整備）

第139条の2 指定短期入所生活介護事業者は、従業者、設

備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなけれ

ばならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指定

短期入所生活介護の提供に関する次の各号に掲げる記録

を整備し、その完結の日から２年間保存しなければなら

ない。

一 短期入所生活介護計画

二 第１４０条（第１４０条の２５において準用する場

合を含む ）において準用する第１９条第２項に規定。

する提供した具体的なサービスの内容等の記録

三 第１２８条第５項及び第１４０条の７第７項に規定

する身体的拘束等の態様及び時間、その際の利用者の

心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録

四 第１４０条（第１４０条の２５において準用する場

合を含む ）において準用する第２６条に規定する市。

町村への通知に係る記録

五 第１４０条（第１４０条の２５において準用する場

合を含む ）において準用する第３６条第２項に規定。

する苦情の内容等の記録

六 第１４０条（第１４０条の２５において準用する場

合を含む ）において準用する第３７条第２項に規定。

する事故の状況及び事故に際して採った処置について

の記録

（準用） (15) 準用

第140条 第９条から第１３条まで 第１５条 第１６条 基準第１４０条の規定により、基準第９条から第、 、 、

第１９条、第２１条、第２６条、第３２条から第３８条 １３条まで、第１５条、第１６条、第１９条、第２

まで、第５２条、第１０１条、第１０３条及び第１０４ １条、第２６条、第３２条から第３８条まで、第５

条は、指定短期入所生活介護の事業について準用する。 ２条、第１０１条、第１０３条及び第１０４条は、

この場合において、第３２条中「訪問介護員等」とある 指定短期入所生活介護の事業について準用されるも

のは「短期入所生活介護従業者」と、第１０１条第３項 のであるため、第３の３の(2)から(6)まで、(9)、(1

中「通所介護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従 1)、(14)及び(21)から(25)まで、第４の３の(4)並び

業者」と読み替えるものとする。 に第８の３の(5)、(6)及び(7)を参照されたい。この

場合において、準用される基準第１０１条について

は、

イ 指定短期入所生活介護事業所ごとに、短期入所

生活介護従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤

の別、管理者との兼務関係、機能訓練指導員との

兼務関係等を勤務表上明確にし、人員に関する基

準が満たされていることを明らかにする必要があ

るものであること。併設の指定短期入所生活介護

事業所については、本体施設の従業者と併せて勤

務表を作成するものとすること。空きベッドを利

用して指定短期入所生活介護の事業を行う特別養

護老人ホームにあっては、当該特別養護老人ホー
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ムの従業者について勤務表が作成されていればよ

いものであること。

ロ 職員の職務体制を定めるもののうち、介護職員

の勤務形態については、指定短期入所生活介護が

短期間の利用とはいえ、そのサービスの内容は、

指定介護老人福祉施設である特別養護老人ホーム

と基本的に同様であることから 「社会福祉施設に、

おける防火安全対策の強化について（昭和６２年

９月１８日社施第１０７号 」に定める特別養護老）

人ホームの夜間における勤務形態の取り扱いに準

じてその体制を確保すること。

また、夜間の介護職員数については、介護老人

福祉施設における配置を参考に適切に配置するこ

と。ただし、併設事業所及び基準第１２１条第２

、項の適用を受ける特別養護老人ホームについては

本体の事業所等と一体でその取り扱いを行って差

し支えないこと。

ハ 指定短期入所生活介護事業所の夜間の安全、防

災上の管理の観点から、介護職員のほかに宿直員

を配置することが望ましいこと。ただし、併設事

業所及び基準第１２１条第２項の適用を受ける特

別養護老人ホームについては、本体の事業所等と

一体でその取り扱いを行って差し支えないこと。

※準用条文 ※準用条文解釈

（２）提供拒否の禁止（提供拒否の禁止）

第９条 指定短期入所生活介護事業者は、正当な理由な 基準第９条は、指定短期入所生活介護事業者は、原

く指定短期入所生活介護の提供を拒んではならない。 則として、利用申込に対しては応じなければならない

ことを規定したものであり、特に、要介護度や所得の

多寡を理由にサービスの提供を拒否することを禁止す

るものである。また、利用者が特定のサービス行為以

外の訪問介護サービスの利用を希望することを理由に

サービスの提供を拒否することも禁止するものであ

る。当該提供を拒むことのできる正当な理由がある場

合とは、①当該事業所の現員からは利用申込に応じき

れない場合、②利用申込者の居住地が当該事業所の通

常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者

に対し自ら適切な指定短期入所生活介護を提供するこ

とが困難な場合である。

（３）サービス提供困難時の対応（サービス提供困難時の対応）

第１０条 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短 指定短期入所生活介護事業者は、基準第９条の正当

期入所生活介護事業所の通常の事業の実施地域（当該 な理由により、利用申込者に対し自ら適切な指定短期

事業所が通常時に当該サービスを提供する地域をいう 入所生活介護を提供することが困難であると認めた場。

以下同じ ）等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な 合には、基準第１０条の規定により、当該利用申込者。

指定短期入所生活介護を提供することが困難であると に係る居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定

認めた場合は、当該利用申込者に係る居宅介護支援事 短期入所生活介護事業者等の紹介その他の必要な措置
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業者への連絡、適当な他の指定短期入所生活介護事業 を速やかに講じなければならないものである。

者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じなけれ

ばならない。

（４）受給資格等の確認（受給資格等の確認）

第１１条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 ① 基準第１１条第１項は、指定短期入所生活介護の

所生活介護の提供を求められた場合は、その者の提示 利用に係る費用につき保険給付を受けることができ

する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定 るのは、要介護認定又は要支援認定を受けている被

等の有無及び要介護認定等の有効期間を確かめるもの 保険者に限られるものであることを踏まえ、指定短

とする。 期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護の

提供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証に

よって、被保険者資格、要介護認定等の有無及び要

介護認定等の有効期間を確かめなければならないこ

ととしたものである。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の被保険者証 ② 同条第２項は、利用者の被保険者証に、指定居宅

に、法第７３条第２項に規定する認定審査会意見が記 サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険

載されているときは 当該認定審査会意見に配慮して 者が留意すべき事項に係る認定審査会意見が記載さ、 、

指定短期入所生活介護を提供するように努めなければ れているときは、指定短期入所生活介護事業者は、

ならない。 これに配慮して指定短期入所生活介護を提供するよ

うに努めるべきことを規定したものである。

（５）要介護認定等の申請に係る援助（要介護認定等の申請に係る援助）

第１２条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 ① 基準第１２条第１項は、要介護認定等の申請がな

所生活介護の提供の開始に際し、要介護認定等を受け されていれば、要介護認定等の効力が申請時に遡る

ていない利用申込者については、要介護認定等の申請 ことにより、指定短期入所生活介護の利用に係る費

が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われ 用が保険給付の対象となり得ることを踏まえ、指定

ていない場合は、当該利用申込者の を踏まえて速 短期入所生活介護事業者は、利用申込者が要介護認意思

やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなけ 定等を受けていないことを確認した場合には、要介

ればならない。 護認定等の申請が既に行われているかどうかを確認

し、申請が行われていない場合は、当該利用申込者

の を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう意思

必要な援助を行わなければならないこととしたもの

である。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援（こ ② 同条第２項は、要介護認定等の有効期間が原則と

れに相当するサービスを含む ）が利用者に対して行わ して６箇月ごとに終了し、継続して保険給付を受け。

れていない等の場合であって必要と認めるときは、要 るためには要介護更新認定又は要支援更新認定を受

介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者が受 ける必要があること及び当該認定が申請の日から３

、けている要介護認定等の有効期間が終了する３０日前 ０日以内に行われることとされていることを踏まえ

にはなされるよう、必要な援助を行わなければならな 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支援（こ

い。 れに相当するサービスを含む ）が利用者に対して行。

、われていない等の場合であって必要と認めるときは

要介護認定等の更新の申請が、遅くとも当該利用者

が受けている要介護認定等の有効期間が終了する３

０日前にはなされるよう、必要な援助を行わなけれ

ばならないこととしたものである。

（心身の状況等の把握）

第１３条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入
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所生活介護の提供に当たっては、利用者に係る居宅介

護支援事業者が開催するサービス担当者会議（指定居

宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（平

成１１年厚生省令第３８号）第１３条第９号に規定す

。 。） 、るサービス担当者会議をいう 以下同じ 等を通じて

利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保

健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握

に努めなければならない。

（６）法定代理受領サービスの提供を受けるための援助（法定代理受領サービスの提供を受けるための援助）

第１５条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 基準第１５条は、介護保険法施行規則（平成１１年

所生活介護の提供の開始に際し、利用申込者が介護保 厚生省令第３６号。以下「施行規則」という ）第６。

険法施行規則 平成１１年厚生省令第３６号 以下 施 ４条第１号イからロまでのいずれかに該当する利用者（ 。 「

行規則」という ）第６４条各号のいずれにも該当しな は、指定短期入所生活介護の提供を法定代理受領サー。

いときは、当該利用申込者又はその家族に対し、居宅 ビスとして受けることができることを踏まえ、指定短

サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する 期入所生活介護事業者は、施行規則第６４条第１号イ

旨を市町村に対して届け出ること等により、指定短期 からロまでのいずれにも該当しない利用申込者又はそ

入所生活介護の提供を法定代理受領サービスとして受 の家族に対し、指定短期入所生活介護の提供を法定代

けることができる旨を説明すること、居宅介護支援事 理受領サービスとして受けるための要件の説明、居宅

業者に関する情報を提供することその他の法定代理受 介護支援事業者に関する情報提供その他の法定代理受

領サービスを行うために必要な援助を行わなければな 領サービスを行うために必要な援助を行わなければな

らない。 らないこととしたものである。

（居宅サービス計画に沿ったサービスの提供）

第１６条 指定短期入所生活介護事業者は、居宅サービ

ス計画（施行規則第６４条第１号ハに規定する計画を

含む。以下同じ ）が作成されている場合は、当該計画。

に沿った指定短期入所生活介護を提供しなければなら

ない。

（９）サービスの提供の記録（サービスの提供の記録）

第１９条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 ① 基準第１９条第１項は、利用者及びサービス事業

所生活介護を提供した際には、当該指定短期入所生活 者が、その時点での支給限度額の残額やサービスの

介護の提供日及び内容、当該指定短期入所生活介護に 利用状況を把握できるようにするために、指定短期

ついて法第４１条第６項（法第５３条第４項において 入所生活介護事業者は、指定短期入所生活介護を提

。 、 、準用する場合を含む ）の規定により利用者に代わって 供した際には 当該指定短期入所生活介護の 提供日

支払を受ける居宅介護サービス費又は居宅支援サービ 内容、保険給付の額その他必要な事項を、利用者の

ス費の額その他必要な事項を、利用者の居宅サービス 居宅サービス計画の書面又はサービス利用票等に記

計画を記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しなけ 載しなければならないこととしたものである。

ればならない。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活 ② 同条第２項は、当該指定短期入所生活介護の提供

介護を提供した際には、提供した具体的なサービスの 日、提供した具体的なサービスの内容、利用者の心

内容等を記録するとともに、利用者からの申出があっ 身の状況その他必要な事項を記録するとともに、サ

た場合には、文書の交付その他適切な方法により、そ ービス事業者間の密接な連携等を図るため、利用者

の情報を利用者に対して提供しなければならない。 からの申出があった場合には、文書の交付その他適

切な方法により、その情報を利用者に対して提供し
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なければならないこととしたものである。

また 「その他適切な方法」とは、例えば、利用者、

の用意する手帳等に記載するなどの方法である。

なお、提供した具体的なサービスの内容等の記録

は、基準第３９条第２項の規定に基づき、２年間保

存しなければならない。

（11）保険給付の請求のための証明書の交付（保険給付の請求のための証明書の交付）

第２１条 指定短期入所生活介護事業者は、法定代理受 基準第２１条は、利用者が市町村に対する保険給付

領サービスに該当しない指定短期入所生活介護に係る の請求を容易に行えるよう、指定短期入所生活介護事

利用料の支払を受けた場合は、提供した指定短期入所 業者は、法定代理受領サービスでない指定短期入所生

生活介護の内容、費用の額その他必要と認められる事 活介護に係る利用料の支払を受けた場合は、提供した

項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交 指定短期入所生活介護の内容、費用の額その他利用者

付しなければならない。 が保険給付を請求する上で必要と認められる事項を記

載したサービス提供証明書を利用者に対して交付しな

ければならないこととしたものである。

（14）利用者に関する市町村への通知（利用者に関する市町村への通知）

第２６条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 基準第２６条は、偽りその他不正な行為によって保

所生活介護を受けている利用者が次の各号のいずれか 険給付を受けた者及び自己の故意の犯罪行為又は重大

に該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を な過失等により、要介護状態等又はその原因となった

市町村に通知しなければならない。 事故を生じさせるなどした者については、市町村が、

一 正当な理由なしに指定短期入所生活介護の利用に 法第２２条第１項に基づく既に支払った保険給付の徴

関する指示に従わないことにより、要介護状態等の 収又は法第６４条に基づく保険給付の制限を行うこと

、 、程度を増進させたと認められるとき。 ができることに鑑み 指定短期入所生活介護事業者が

二 偽りその他不正な行為によって保険給付を受け、 その利用者に関し、保険給付の適正化の観点から市町

又は受けようとしたとき。 村に通知しなければならない事由を列記したものであ

る。

（掲示）

第３２条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入

、 、所生活介護事業所の見やすい場所に 運営規程の概要

短期入所生活介護従業者の勤務の体制その他の利用申

込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項

を掲示しなければならない。

（21）秘密保持等（秘密保持等）

第３３条 指定短期入所生活介護事業所の従業者は、正 ① 基準第３３条第１項は、指定短期入所生活介護事

当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその 業所の短期入所生活介護従業者その他の従業者に、

家族の秘密を漏らしてはならない。 その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密の保

持を義務づけたものである。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所 ② 同条第２項は、指定短期入所生活介護事業者に対

生活介護事業所の従業者であった者が、正当な理由が して、過去に当該指定短期入所生活介護事業所の短

、なく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密 期入所生活介護従業者その他の従業者であった者が

を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければ その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏

ならない。 らすことがないよう必要な措置を取ることを義務づ

けたものであり、具体的には、指定短期入所生活介
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護事業者は、当該指定短期入所生活介護事業所の短

期入所生活介護従業者その他の従業者が、従業者で

なくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき

旨を、従業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金

についての定めを置くなどの措置を講ずべきことと

するものである。

３ 指定短期入所生活介護事業者は、サービス担当者会 ③ 同条第３項は、短期入所生活介護従業者がサービ

議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用 ス担当者会議等において、課題分析情報等を通じて

者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は 利用者の有する問題点や解決すべき課題等の個人情

当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかな 報を、介護支援専門員や他のサービスの担当者と共

ければならない。 有するためには、指定短期入所生活介護事業者は、

あらかじめ、文書により利用者又はその家族から同

意を得る必要があることを規定したものであるが、

この同意は、サービス提供開始時に利用者及びその

家族から包括的な同意を得ておくことで足りるもの

である。

（広告）

第３４条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入

、所生活介護事業所について広告をする場合においては

その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（22）居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止（居宅介護支援事業者に対する利益供与の禁止）

第３５条 指定短期入所生活介護事業者は、居宅介護支 基準第３５条は、居宅介護支援の公正中立性を確保

援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定 するために、指定短期入所生活介護事業者は、居宅介

の事業者によるサービスを利用させることの対償とし 護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して

て 金品その他の財産上の利益を供与してはならない 特定の事業者によるサービスを利用させることの対償、 。

として、金品その他の財産上の利益を供与してはなら

ないこととしたものである。

（23）苦情処理（苦情処理）

第３６条 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指 ① 基準第３６条第１項にいう「必要な措置」とは、

定短期入所生活介護に係る利用者及びその家族からの 具体的には、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等

苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付 当該事業所における苦情を処理するために講ずる措

けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなけ 置の概要について明らかにし、利用申込者又はその

ればならない。 家族にサービスの内容を説明する文書に苦情に対す

る措置の概要についても併せて記載するとともに、

事業所に掲示すること等である。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の苦情を受け ② 同条第２項は、利用者及びその家族からの苦情に

付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければ 対し、指定短期入所生活介護事業者が組織として迅

ならない。 速かつ適切に対応するため、当該苦情（指定短期入

所生活介護事業者が提供したサービスとは関係のな

いものを除く。)の受付日、その内容等を記録するこ

とを義務づけたものである。

また、指定短期入所生活介護事業者は、苦情がサ

ービスの質の向上を図る上での重要な情報であると
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の認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質

の向上に向けた取組を自ら行うべきである。

なお、基準第３９条第２項の規定に基づき、苦情

、 。の内容等の記録は ２年間保存しなければならない

３ 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期 ③ 同条第３項は、介護保険法上、苦情処理に関する

入所生活介護に関し、法第２３条の規定により市町村 業務を行うことが位置付けられている国民健康保険

が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又 団体連合会のみならず、住民に最も身近な行政庁で

は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、 あり、かつ、保険者である市町村が、サービスに関

及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協 する苦情に対応する必要が生ずることから、市町村

力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場 についても国民健康保険団体連合会と同様に、指定

合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善 短期入所生活介護事業者に対する苦情に関する調査

を行わなければならない。 や指導、助言を行えることを運営基準上、明確にし

４ 指定短期入所生活介護事業者は、市町村からの求め たものである。

があった場合には、前項の改善の内容を市町村に報告

しなければならない。

５ 指定短期入所生活介護事業者は、提供した指定短期

入所生活介護に係る利用者からの苦情に関して国民健

康保険団体連合会（国民健康保健法（昭和３３年法律

第１９２号）第４５条第５項に規定する国民健康保険

団体連合会をいう。以下同じ ）が行う法第１７６条第。

１項第２号の調査に協力するとともに、国民健康保険

団体連合会から同号の指導又は助言を受けた場合にお

いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わ

なければならない。

６ 指定短期入所生活介護事業者は、国民健康保険団体

連合会からの求めがあった場合には、前項の改善の内

容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならな

い。

（24）事故発生時の対応（事故発生時の対応）

第３７条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対 基準第３７条は、利用者が安心して指定訪問介護の

する指定短期入所生活介護の提供により事故が発生し 提供を受けられるよう事故発生時の速やかな対応を規

た場合は市町村、当該利用者の家族、当該利用者に係 定したものである。指定短期入所生活介護事業者は、

る居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要 利用者に対する指定短期入所生活介護の提供により事

な措置を講じなければならない。 故が発生した場合には、市町村、当該利用者の家族、

２ 指定短期入所生活介護事業者は、前項の事故の状況 当該利用者に係る居宅介護支援事業者等に対して連絡

及び事故に際して採った処置について記録しなければ を行う等の必要な措置を講じるべきこととするととも

ならない。 に、当該事故の状況及び事故に際して採った処置につ

３ 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に対する指 いて記録しなければならないこととしたものである。

定短期入所生活介護の提供により賠償すべき事故が発 また、利用者に対する指定短期入所生活介護の提供

生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければなら により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償

ない。 を速やかに行わなければならないこととしたものであ

る。

なお、基準第３９条第２項の規定に基づき、事故の

状況及び事故に際して採った処置についての記録は、

２年間保存しなければならない。
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このほか、以下の点に留意するものとする。

① 利用者に対する指定短期入所生活介護の提供によ

り事故が発生した場合の対応方法については、あら

かじめ指定短期入所生活介護事業者が定めておくこ

とが望ましいこと。

② 指定短期入所生活介護事業者は、賠償すべき事態

において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に

加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ま

しいこと。

③ 指定短期入所生活介護事業者は、事故が生じた際

にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を

講じること。

（25）会計の区分（会計の区分）

第３８条 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入 基準第３８条は、指定短期入所生活介護事業者は、

所生活介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指 指定短期入所生活介護事業所ごとに経理を区分すると

定短期入所生活介護の事業 の会計とその他の事業の会 ともに、指定短期入所生活介護の事業の会計とその他

計を区分しなければならない。 の事業の会計を区分しなければならないこととしたも

のであるが、具体的な会計処理の方法等については、

別に通知するところによるものであること。

(4) 管理者の責務（管理者の責務）

第５２条 指定短期入所生活事業所の管理者は、指定短 基準第５２条は、指定短期入所生活介護事業所の

期入所生活介護事業所の従業者の管理及び指定短期入 管理者の責務を、指定訪問入浴介護事業所の従業者

所生活介護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状 の管理及び指定短期入所生活介護の利用の申込みに

況の把握その他の管理を一元的に行うものとする。 係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一

２ 指定短期入所生活事業所の管理者は、当該指定短期 元的に行うとともに、当該指定短期入所生活介護事

入所生活介護事業所の従業者にこの節の規定を遵守さ 業所の従業者に基準の第９章第４節の規定を遵守さ

せるため必要な指揮命令を行うものとする。 せるため必要な指揮命令を行うこととしたものであ

る。

(5) 勤務体制の確保等（勤務体制の確保等）

第１０１条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者に 基準第１０１条は、利用者に対する適切な指定短

対し適切な指定短期入所生活介護を提供できるよう、 期入所生活介護の提供を確保するため、職員の勤務

指定短期入所生活介護事業所ごとに従業者の勤務の体 体制等について規定したものであるが、このほか次

制を定めておかなければならない。 の点に留意するものとする。

① 指定短期入所生活介護事業所ごとに、原則とし

て月ごとの勤務表を作成し、短期入所生活介護従

業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従

の生活相談員、看護職員及び介護職員の配置、管

理者との兼務関係等を明確にすること。

２ 指定短期入所生活介護事業者は、指定短期入所生活 ② 同条第２項は、原則として、当該指定短期入所

介護事業所ごとに、当該指定短期入所生活介護事業所 生活介護事業所の従業者たる通所介護従業者によ

の従業者によって指定短期入所生活介護を提供しなけ って指定短期入所生活介護を提供するべきである

ればならない。ただし、利用者の処遇に直接影響を及 が、調理、洗濯等の利用者の処遇に直接影響を及

ぼさない業務については、この限りでない。 ぼさない業務については、第三者への委託等を行

うことを認めるものであること。
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３ 指定短期入所生活介護事業者は、短期入所生活介護

従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保

しなければならない。

(6) 非常災害対策（非常災害対策）

第１０３条 指定短期入所生活介護事業者は、非常災害 基準第１０３条は、指定短期入所生活介護事業者

に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害 は、非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避

に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練 難、救出訓練の実施等の対策の万全を期さなければ

を行わなければならない。 ならないこととしたものである。なお「非常災害に

関する具体的計画」とは、消防法施行規則第３条に

規定する消防計画（これに準ずる計画を含む ）及び。

、 。風水害 地震等の災害に対処するための計画をいう

この場合、消防計画の策定及びこれに基づく消防業

務の実施は、消防法第８条の規定により防火管理者

を置くこととされている指定短期入所生活介護事業

所にあってはその者に行わせるものとする。また、

防火管理者を置かなくてもよいこととされている指

定短期入所生活介護事業所においても、防火管理に

ついて責任者を定め、その者に消防計画に準ずる計

画の樹立等の業務を行わせるものとする。

(7) 衛生管理等（衛生管理等）

第１０４条 指定短期入所生活介護事業者は、利用者の 基準第１０４条は、指定短期入所生活介護事業所

使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水 の必要最低限の衛生管理等について規定したもので

について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措 あるが、このほか、次の点に留意するものとする。

置を講じなければならない。 ① 指定短期入所生活介護事業者は、食中毒及び感

２ 指定短期入所生活介護事業者は、当該指定短期入所 染症の発生を防止するための措置等について、必

生活介護事業所において感染症が発生し、又はまん延 要に応じ保健所の助言、指導を求めるとともに、

しないように必要な措置を講ずるよう努めなければな 密接な連携を保つこと。

らない。 ② 空調設備等により施設内の適温の確保に努める

こと。
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第七節 基準該当居宅サービスに関する基準 ６ 基準該当短期入所生活介護に関する基準

（指定通所介護事業所等との併設） (1) 指定通所介護事業所等との併設（基準第１４０条

第140条の26 基準該当居宅サービスに該当する短期入所 の２６）

生活介護又はこれに相当するサービス（以下「基準該当 基準該当短期入所生活介護事業所は、指定通所介

短期入所生活介護 という の事業を行う者 以下 基 護事業所又は社会福祉施設に併設しなければならな」 。） （ 「

準該当短期入所生活介護事業者」という ）が当該事業 いこととされているが、ここにいう社会福祉施設と。

を行う事業所 以下 基準該当短期入所生活介護事業所 は、社会福祉法第６２条にいう社会福祉施設を指す（ 「 」

という は 指定通所介護事業所又は社会福祉施設 以 ものであること。。） 、 （

下「指定通所介護事業所等」という ）に併設しなけれ。

ばならない。

（従業者の員数） (2) 従業者の員数及び管理者（基準第１４０条の２７

第140条の27 基準該当短期入所生活介護事業者が基準該 及び第１４０条の２８）

当短期入所生活介護事業所ごとに置くべき従業者（以下 基準第１４０条の２７第４項にいう従業者の員数

この節において「短期入所生活介護従業者」という ） の確保を除けば、いわゆる単独型の指定短期入所生。

の員数は、次のとおりとする。ただし、他の社会福祉施 活介護事業所の基準と同様であり、第１０の１の(2)

設等の栄養士との連携を図ることにより当該基準該当短 から(6)までを参照されたい。

期入所生活介護事業所の効果的な運営を期待することが

、 、できる場合であって 利用者の処遇に支障がないときは

第４号の栄養士を置かないことができる。

一 医師 一人以上

二 生活相談員 一人以上

三 介護職員又は看護職員 常勤換算方法で、利用者の

数が３又はその端数を増すごとに一人以上

四 栄養士 一人以上

五 機能訓練指導員 一人以上

六 調理員その他の従業者 当該基準該当短期入所生活

介護事業所の実情に応じた適当数

２ 前項第３号の利用者の数は、前年度の平均値とする。

ただし、新規に基準該当短期入所生活介護の事業を開

始する場合は、推定数による。

３ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むの

に必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を

有する者とし、当該基準該当短期入所生活介護事業所の

他の職務に従事することができるものとする。

４ 基準該当短期入所生活介護事業者は、法その他の法律

に規定する指定通所介護事業所等として必要とされる数

の従業者に加えて、第１項各号に掲げる短期入所生活介

護従業者を確保するものとする。

（管理者）

第140条の28 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準

該当短期入所生活介護事業所ごとに専らその職務に従事

する管理者を置かなければならない。ただし、基準該当

短期入所生活介護事業所の管理上支障がない場合は、当

該基準該当短期入所生活介護事業所の他の職務に従事
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し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に

従事することができるものとする。

（利用定員等）

第140条の29 基準該当短期入所生活介護事業所は、その

利用定員を２０人未満とし、基準該当短期入所生活介護

の事業の専用の居室を設けるものとする。

（設備及び備品等） (3) 設備に関する基準（基準第１４０条の３０）

第140条の30 基準該当短期入所生活介護事業所には、次 併設の指定通所介護事業所等の施設との設備の兼

の各号に掲げる設備を設けるとともに、基準該当短期入 用が居室を除き可能であること、廊下は車椅子での

所生活介護を提供するために必要なその他の設備及び備 円滑な移動が可能な廊下幅であればよいこと等、指

品等を備えなければならない。ただし、指定通所介護事 定短期入所生活介護の基準との相違点に留意するこ

業所等の設備を利用することにより、当該指定通所介護 と。

事業所等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の効 この省令の施行の際現に存する老人短期入所事業

率的運営が可能であり、当該指定通所介護事業所等の利 を行っている施設若しくは老人短期入所施設（基本

用者等及び当該基準該当短期入所生活介護事業所の利用 的な設備が完成されているものを含み、この省令の

者の処遇に支障がない場合は、居室を除き、これらの設 施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分

備を設けないことができる。 を除く ）又は老人短期入所事業に相当する事業の用。

一 居室 に供する施設若しくは老人短期入所施設に相当する

二 食堂 施設（この省令の施行の後に増築され、又は全面的

三 機能訓練室 に改築された部分を除く ）については、設備基準の。

四 浴室 うち一の居室の定員に関する基準（４人以下 、利用）

五 便所 者一人当たりの床面積に関する基準（１０．６５平

六 洗面所 方メートル以上 、食堂及び機能訓練室の面積に関す）

七 静養室 る基準（３平方メートルに利用定員を乗じて得た面

八 面接室 積以上）を適用しないものである （指定居宅サービ。

九 介護職員室 ス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一

２ 前項各号に掲げる設備の基準は、次のとおりとする。 部を改正する省令（平成１２年厚生省令第３７号）

一 居室 附則第２項による経過措置）

イ 一の居室の定員は、４人以下とすること。

ロ 利用者一人当たりの床面積は、１０.６５平方メ

ートル以上とすること。

ハ 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等に

十分考慮すること。

二 食堂及び機能訓練室

イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有

するものとし、その合計した面積は、３平方メート

ルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の

提供の際にはその提供に支障がない広さを確保で

き、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障が

ない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所

とすることができる。

三 浴室

身体の不自由な者が入浴するのに適したものとする

こと。
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四 便所

身体の不自由な者が使用するのに適したものとする

こと。

五 洗面所

身体の不自由な者が使用するのに適したものとする

こと。

３ 基準該当短期入所生活介護事業所の廊下幅は、利用者

が車椅子で円滑に移動することが可能なものでなければ

ならない。

（指定通所介護事業所等との連携）

第140条の31 基準該当短期入所生活介護事業者は、基準

該当短期入所生活介護の提供に際し、常に指定通所介護

事業所等との間の連携及び支援の体制を整えなければな

らない。

（準用） (4) 運営に関する基準

第140条の32 第９条から第１３条まで、第１６条、第１ 基準第１４０条の３２の規定により、基準第９条

、 、 、 、 、 、 、 、９条 第２１条 第２６条 第３２条から第３５条まで から第１３条まで 第１６条 第１９条 第２１条

第３６条（第５項及び第６項を除く 、第３７条、第 第２６条 第３２条から第３５条まで 第３６条 第。） 、 、 （

３８条、第５２条、第１０１条、第１０３条、第１０４ ５項及び第６項を除く 、第３７条、第３８条、第。）

条、第１２０条並びに第四節（第１２７条第１項及び第 ５２条、第１０１条、第１０３条、第１０４条、第

１４０条を除く ）の規定は、基準該当短期入所生活介 １２０条並びに第四節（第１２７条第１項及び第１。

護の事業について準用する。この場合において、第１９ ４０条を除く ）の規定は、基準該当短期入所生活介。

条中「内容、当該指定訪問介護について法第４１条第６ 護の事業に準用されるものであるため、第３の３の

項（法第５３条第４項において準用する場合を含む ） (2)から(5)まで、(9)、(11)、(14)、(21)から(25)ま。

の規定により利用者に代わって支払を受ける居宅介護サ で、第４の３の(4)、第８の３の(5)、(6)及び(7)並

。 、ービス費又は居宅支援サービス費の額」とあるのは「内 びに第１０の３を参照されたい この場合において

容」と、第２１条中「法定代理受領サービスに該当しな 準用される基準第１２７条第２項の規定は、基準該

い指定訪問介護」とあるのは「基準該当短期入所生活介 当短期入所生活介護事業者が利用者から受領する利

護」と、第３２条中「訪問介護員等」とあるのは「短期 用料について、当該サービスが結果的に保険給付の

入所生活介護従業者」と、第１０１条第３項中「通所介 対象となる場合もならない場合も、特例居宅介護サ

護従業者」とあるのは「短期入所生活介護従業者」と、 ービス費又は特例居宅支援サービス費を算定するた

第１２７条第２項中「法定代理受領サービスに該当しな めの基準となる費用の額（１００分の９０を乗ずる

い指定短期入所生活介護」とあるのは「基準該当短期入 前の額）との間に不合理な差額が生じることを禁ず

所生活介護 と 同条第３項中 前２項 とあるのは 前 ることにより、結果的に保険給付の対象となるサー」 、 「 」 「

項」と読み替えるものとする。 ビスの利用料と、保険給付の対象とならないサービ

スの利用料との間に、一方の管理経費の他方への転

嫁等による不合理な差額を設けることを禁止する趣

旨である。

なお、当該事業所による短期入所生活介護が複数

の市町村において基準該当短期入所生活介護と認め

られる場合には、利用者の住所地によって利用料が

異なることは認められないものである。


